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3-3 相手国側分担事業の概要 

 日本国の無償資金協力による本プロジェクトの実施にあたり、ベトナム国政府等に

要求する負担範囲は、JICA の無償資金協力のガイドラインに従い、次のとおりである。 

 

(1) 無償資金によってカバーされないベトナム国負担事項 

 

1)入札前 

No. 項目 

1 銀行口座を開設すること(B/A) 

2 
コンサルタントへの支払いのために日本の銀行(Agent Bank)に対して支払い許

可(A/P)を発行する 

3 

以下の土地等を確保すること 

(1) X バンドレーダ雨量計のためのサイト 

(2) 水文観測所のためのサイト 

(3) 通信中継局のためのサイト 

(4) Hue PCC-NDPCSR に機器を設置するのに十分なスペース 

(5) MARD の DNDPC に機器を設置するのに十分なスペース 

(6) フンディエン・ビンディエン・ターチャック各ダムのオペレーションルー

ムに機器を設置するのに十分なスペース 

(7) 施工者の事務所、作業場、資材置場等の一時的設備のための十分なスペー

ス 

4 
X バンドレーダ雨量計、水文観測所及び無線基地局のための建築物について、建

築許可を得ること 

5 
X バンドレーダ雨量計、水文観測所、テレメータ及び多重無線に必要な周波数の

許可を得ること 

6 
X バンドレーダ雨量計及び多重無線設備の高さの高い建築物の安全性について必

要な許可を得ること 

7 
LiDAR 測量の実施に必要な許可を得ること（航空機の利用、撮影許可及び解析の

ためのデータの国外持ち出し可能性） 

8 中央政府レベルにおけるプロジェクト管理業務に必要な予算を確保すること 

9 フエ省におけるプロジェクト管理業務に必要な予算を確保すること 

 

 

2)プロジェクト実施中 

No. 項目 

1 納入業者への支払いのため、日本の銀行に A/P を発行すること 

2 

B/A に基づく銀行サービスについて、日本の銀行に支払う以下の手数料を負担す

る 

(1) A/P の助言手数料 

(2) A/P の支払手数料 

(3) A/P の修正のための手数料 

3 
荷おろし港における迅速何卸や通関手続きを確保するとともに、ベトナム国内で

の納入業者による陸送を支援すること 

4 
契約に基づく機材の供給やサービスの提供のために必要な、日本人もしくは外国

人とその家族に、ベトナムに入国し滞在する許可を与えること 

5 
 日本の無償資金協力の規則により、無償資金は、関税、内国税を一切カバーし

ない。 
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 ベトナムにおける製品やサービスの購入に対して課される関税、内国税、その

他の税金が免除されるもしくはベトナム側機関が負担することにより無償資金で

はカバーされないことをベトナム側が保証すること。上述の税金には付加価値

税、商業税、所得税、法人税、住民税、燃料税及びそれ以外の税金が含まれる。

これに限定されず、契約に基づく製品およびサービスの供給に関して受領国に課

されることがある。 

6 
資金協力により負担される費用以外で、プロジェクトに必要なすべての費用を負

担すること 

7 

(1) 契約に基づく船積み、引き渡し、据付及び運用指導などのタイミングで、

コンサルタントの草案を利用して、プロジェクト進捗レポートを提出すること

(2) コンサルタントの草案を利用して、プロジェクトの進捗報告書( 終)を提

出すること 

8 コンサルタントの草案を利用して、プロジェクトの完了報告書を提出すること 

9 
プロジェクトの実施に必要な、インターネット接続環境の整った仕事スペースを

提供すること 

10 
主要電線からレーダ雨量計タワーのサイトまでの電柱・電線等及び商用電源を提

供すること 

11 

Hue PCC-NDPCSR、MARD の DNDPC、フンディエン・ビンディエン・ターチャック

各ダムのオペレーションルームに設置する情報処理･表示機器のために必要な電

柱、電線及び商用電源を提供すること 

12 電気配分設備、水供給、排水、その他の付帯的設備を提供すること 

13 主電源線から無線基地局までの電線・電線等及び商用電源を提供すること 

14 
ガード小屋、植栽、フェンス、ゲート、境界壁、屋外照明などの付帯的屋外仕事

の責任を負い、観測所の既存の建物や設備を改修すること 

15 
MARD 本省と予定されている各プロジェクトサイトにおいて信頼できる高速度の

インターネット環境を提供すること 

16 
トレーニングサイトへ研修生を派遣するために必要な移動手段を確保するととも

に、日当や宿泊施設などの費用を負担すること 

17 中央政府レベルにおけるプロジェクト管理業務に必要な予算を確保すること。 

18 フエ省におけるプロジェクト管理業務に必要な予算を確保すること。 

 

 

3) プロジェクト実施後 

No. 項目 

1 
機器の円滑な運用と維持管理に必要なスペアパーツと消耗品を調達すること（※

このコストの詳細な内訳については 5 章 5-2 に示す） 

2 機器の円滑な運用と維持管理に必要なスタッフを割り当てること 

3 
プロジェクトで整備した機器が長期的に継続して効果的に機能するように適切な

維持管理を行うこと 

4 プロジェクトで建設された設備及び調達・設置された機器を有効に活用すること

5 
プロジェクトで整備されたシステムを円滑に運用・管理するのに必要な予算を確

保すること 

(B/A: Banking Arrangement 銀行口座の開設, A/P: Authorization to pay, 支払い許可)  

 

(注記) ベトナム国政府の負担事項の進捗状況については、無償資金協力合意文書(G/A)

の修正以外の形で、JICA とベトナム国政府間の文書による合意をもって時々確認され更

新される。 
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(2) 無償資金によってカバーされるベトナム国側の負担事項 

 

No. 項目 

1 

(1) 下記の輸送の実施 

a) 日本がベトナム国まで製品を海上輸送もしくは空輸 

b) 荷下ろしと港からプロジェクトサイトまでの陸送 

(2) 据付、調整を含めた機材の調達 

2 詳細設計、入札支援及び調達管理の実施（コンサルタント業務） 

 

3-4 プロジェクトの運営・維持管理計画 

3-4-1 必要な運用･維持管理 

 本プロジェクトは、流域の降雨状況、河川の主要地点の水位･流量を観測し、3 つ

の大ダムの貯留･放流状況等のデータを収集し、それらのデータを解析することで、

現状の流出状況の把握と洪水と浸水の予測を行い、的確なダム操作のための情報を

得るとともに、関係機関と住民に情報伝達する、総合的な水防災情報システムを構

築するものである。 

 これらの機能を発揮し、効果的な水害の軽減を図るためには、的確な運用と必要

な維持管理が行われることが不可欠である。 

 各機関ごとの、必要な運用操作と維持管理の内容、体制は以下のとおりである。 

 

表 3-30 各機関ごとの運用操作と維持管理 

1) フエ省 PCC-NDPCSR 

必要な操作・維持 

管理 
目的 実施期間 人員 

システムの操作 

データの監視 

・降雨・河川・ダムの状況把握 

・システムの表示操作 

・各ダムへの連絡 

・予警報の発信 

・ 異常値発見、原因調 査 、対

応など 

・通年 

・大雨・洪水警戒時

は 24hr 体制 

・平常時 2 名以上 

・ 警 戒 時 は 交 代 要

員も(2～4 名)(水

文・河川等の知識

のある人が望まし

い) 

データの収集・整理（システムパラメータ改善など） 

 高水流観 

・観測水位から流量を算出す

る た め の HQ 曲 線 作 成

（P2,P4,P6,P8,N7,N11） 

・ 毎 年 、 洪 水 時 

（ 主 要 地 点 は 全 洪

水時） 

測 量 業 者 に 外 部 委

託 （ 浮 子 観 測 は 1

箇所 5 名） 

 
レーダパラメー

タ 

・地上雨量観測データと のキ

ャリブレーション 

・毎年 1 回 

・初期は各洪水後 
・2 名（水文・河川等

の 知 識 の あ る 人

が望ましい） 
 モデル定数 

・ 解 析 モ デ ル パ ラ メ ー タ の 実

洪水での検証と更新 

・毎年 1 回 

・初期は各洪水後 

 
蓄 積 デ ー タ の

整理・評価 

・各種データの整理と 今後の

水害対策の検討 
・通年 

トラブル対応 

・データ欠測・データ異常値発

生・ 画面表 示不 能な どの ト

ラブルへの対処 

→原因調査（ 機器・ソフト・入

力ミス・アクセス集中など）

・トラブル発生時 

・2 名（水文・河川等

の知識） 

・2 名（電気通信の

知識） 
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と解決策検討 

・観測・通信・システムの各機

器の故障への対応 

機器点検 

・33 箇所（水位・雨量観測所

11、フエ 1、ハノイ 1、ダム

3、中継所 3、CCTV14） 

・レーダ 

・毎年 1 回 

機器修理 ・修理委託のための資料作成 ・随時 

 

2) CSC-NDPC（ハノイ） 

必要な操作・維持管

理 
目的 実施期間 人員 

表示システムの操

作 

・システムの表示操作 

・洪水の状況、ダム操作状況

の把握 

・CSC-NDPC としてのダム操

作等への指示 

・通年 

・大雨・洪水警戒

時は 24hr 体制 

・2 名（現状の CSC-

NDPC の体制で対

応できれば、増員

は不要） 

・警戒時は交代要員

も 

蓄積データの整理・

評価 

・各種データの整理と今後の

水害対策の検討 
・通年 

・2 名（水文・河川等

の知識） 

・2 名（電気通信の知

識） 

（現状の CSC-NDPC

の体制で対応できれ

ば、増員は不要） 

トラブル対応 

・データ欠測・データ異常値発

生・画面表示不能などのト

ラブルへの対処 

→原因調査（機器・ソフト・入

力ミス・アクセス集中など）

と解決策検討 

・ハノイ部分のシステムの各

機器の故障への対応 

・トラブル発生時 

機器点検 ・ハノイ部分のシステム等 ・毎年 1 回 

機器修理 ・修理委託のための資料作成 ・随時 

 

 

3) 3 ダム管理所 

必要な操作・維持管

理 
目的 実施期間 人員 

表示システムの操

作 

PCC-NDPCSR との

連絡 

トラブル時の対応 

・降雨・河川・ダムの状況把握 

・システムの表示操作 

・PCC-NDPCSR への連絡 

・ダム操作判断 

・トラブル時の PCC-

NDPCSR との連絡 

・通年 

・大雨・洪水警戒時

は 24hr 体制 

・2 名（現状のダム・

発電所管理体制

の中で対応でき

れば、増員は不

要） 

 

 

3-4-2 大雨や洪水時の情報運用の留意点 

 大雨やそれによる河川の増水時には、河川水位上昇や流量増が起こるだけでなく、

河道の状況なども時々刻々と変化する。そのため、情報システムの数値を見ているだ

けでなく、全体状況を把握しつつ、特に以下のような点について注意して運用操作す

ることが重要である。なお、これらについてはソフトコンポーネントの中で、的確な
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技術移転を図る。 

・ 河道の形状変化や流木等による影響で、観測値に異常値が発生することがあるた

め、必ず交替で観測データ等の常時監視を行うことが重要である。カメラ画像など

も活用し、仮に異常値と認められた場合には、当該データを欠測扱いとするなどの、

機敏な対応が必要である。 

・ 洪水予測や浸水予測は、今後の降雨予測を基にシミュレーションしたものである。

自然現象である降雨は必ずしも予測どおりとはならず、洪水予測などもある程度の

誤差を持っている。そのため、ある程度の誤差を含んだ理解と判断が重要であり、

ダム操作や住民への伝達においてもそのことを十分踏まえたものでなければならな

い。 

・ 水防災情報システムの情報を基にダム操作を行う場合には、必ず操作後の状況を

本システムで確認するとともに、カメラ画像などでも確認することが重要である。 

 

3-4-3 情報システムのモデル定数、HQ 曲線データ、レーダ定数の毎年の更新 

 水防災情報システムにおいて、正確な流出解析による河川流量算出や洪水予測を行

うためには、降雨量・河川水位・河川流量の実際の観測データを入力して検証し、毎

年、モデルの定数をより適合性の高いものに更新することが重要である。フォン川流

域については、過去の観測データが不足しており、これまで観測密度もまばらであっ

たために、新たな観測体制での観測データによる定数の更新が不可欠である。 

 また、このときの河川流量については、一般的には直接に常時観測できないので、

主要な出水時に高水流量観測を行って水位と流量の関係を HQ 曲線として作成し、そ

の曲線データを情報システムにプログラミングすることで算出している。このため、

毎年の高水流量観測と HQ 曲線データの更新が不可欠である。なお、高水流量観測は、

浮子測法の場合は 1 箇所あたり 5～6 名、電波流速計の場合は 1 箇所あたり 2 名必要

であり、4 箇所の観測に合計 20 名から 8 名が必要となる。これらの人数は、常時必

要なわけではないので、外注するか他の部署からの応援による体制を確保する必要が

ある。また、Kim Long と Phu Oc については、NHMS の水位観測所であり、NHMS で

高水流量観測することが必要である。 

 正確なレーダ雨量データを得るため、地上の雨量観測データと JAXA の衛星雨量デ

ータ等を用いて検証し、毎年、レーダの定数を更新する必要がある。 

 以上については、ソフトコンポーネントの中で的確な技術移転を図る。 

 

3-4-4 迅速で的確なトラブル対応 

 4-2 に記述したように、観測データやシミュレーションデータの常時監視の体制が

重要であるが、異常が発見されたときの迅速で的確な対応が重要であり、そのため

の体制も確保しておく必要がある。また、修理等を行うための資料作成などの事務

を行う体制も必要である。 

 台風来襲時などでは、観測機器や通信機器周辺の樹木が倒れ正常作動ができなく

なったり、河道形状が変化して観測不能になったり、停電がシステム作動に影響し

たりなど、予期しない状況が発生することもある。 
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日本でも、トラブルがまったく発生しない前提での情報システムの運用を考えるの

は正しくないとしており、万が一トラブルが発生した場合でも迅速で的確な対応を

できるようにすることを重要視している。観測データの異常値発見、通信障害、シ

ステムダウンなどのトラブルが発生した場合に、①的確なバックアップによる情報

サービスの継続と、②トラブルの原因究明と改善、が迅速に行われる必要がある。 

 これらについては、部分的にデータが欠測しても周辺データ等で補完するシステム

としておくほか、トラブル時の対応についてソフトコンポーネントの中で的確な技術

移転を図る。 

 

3-5 プロジェクトの概略事業費 

3-5-1 協力対象事業の概略事業費 

(1) 日本側負担経費 

 ※概略事業費は、施工・調達業者契約認証まで非公表 

 

      概略総事業費 約     百万円 

 

費 目 概略事業費（百万円） 

機材 

水文観測所  

CCTV 設備  

レーダ設備  

多重無線装置  

テレメータ設備  

情報処理・表示設備  

ダム水位計設備  

ダムゲート開度測定装置  

LiDAR 測量  

実施設計・調達監理・技術指導 

 

 

(2) ベトナム国負担経費 

1,500 百万 VND（約 7,230 千円） 

項目 VND 円 備考 

1)銀行支払手数料等 850 百万 VND 4,080 千円  

2)土地取得 0 VND 0 円 
す べ て 公 有 地

のため 

3)電気引込費 375 百万 VND 1,800 千円  
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4)デジタル回線（VPN）引き込み

費用 
68.4 百万 VND 330 千円  

5)携帯 SIM カードの調達  0.1 百万 VND 0.5 千円  

6)周波数取得費用 0 VND 0 円 
防 災 目 的 の た

め免除 

7) インターネット回線敷設費用 211 百万 VND 1,014 千円  

※VND：ベトナムドン 

 

(3) 積算条件 

1)積算時点 ：平成 28 年 8 月 

2)為替交換レート ：1US＄＝107.2 円 

  ：1VND＝0.0048 円 

3)施工・調達期間 ：詳細設計、機材調達の期間は、施工工程に示したとおり。 

4)その他  ：積算は、日本国政府の無償資金協力の制度を踏まえて行うこととする。 

 なお、本事業は予備的経費を想定した案件となっている。 

 但し、予備的経費の適用及び経費率については外務省によって別途決定される。 

 

3-5-2 運営・維持管理費 

(1) 本プロジェクトの実施により発生するベトナム国側の運用維持管理費 

 本プロジェクトが無償資金協力によって実施される場合の、プロジェクト完工後 1

年目から 10 年目までの運用維持管理コストを算出した。 

 

 運用・維持管理コストは、以下の状況下での概算である。 

・ フエ省 PPC、3 ダム、MARD による運用･維持管理の実施 

・ 運用マニュアルに従い適切な運用の実施 

・ マニュアルに従い定期的かつ適切な維持管理の実施 

 

 Hue 省 PCC-NDPCSR、MARD の CSC-NDPC、フォン川流域の 3 ダム管理所の運用・維

持管理コストを以下に示す。 

 表 3-31～33 の金額は、本プロジェクトで整備するのと同種の機材についての、日

本での実績の平均値を基に推定したものであり、日頃のメンテナンスや機材の状況に

より異なり、必ずしも同じ金額になるものではない。 

 

(2) 予算の推移の傾向と本プロジェクトの運用・維持管理費 

 試算した年平均の運用･維持管理費は、フエ省 DARD 及びフォン川流域 3 ダム管理

会社等の年間全体予算の約 4%程度であり、問題なく必要な予算が確保できるものと

判断した。また、各機関は準備調査団に対して必要な予算を手当てする旨を確約し

ている。 
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（a）機器費用 （VND）
Item Qty 1st　year 2nd　year 3rd　year 4th　year 5th　year 6th　year 7th　year 8th　year 9th　year 10th　year Rematk

1 水文観測所 10 0 0 0 0 469,791,667 0 0 0 0 469,791,667

2 CCTV設備 14 0 0 0 0 1,447,916,667 0 0 0 0 1,447,916,667

3 レーダ設備 1 0 0 0 0 1,956,458,333 0 0 0 0 1,956,458,333

4 多重無線設備 1 0 0 0 0 844,270,833 0 0 0 0 844,270,833

5 観測所通信設備 10 0 0 0 0 1,470,000,000 0 0 0 0 1,470,000,000

6 情報処理・表示設備 1 0 0 0 0 1,618,229,167 0 0 0 0 1,618,229,167

7 ダム水位計設備 3 0 0 0 0 238,125,000 0 0 0 0 238,125,000

8 ダムゲート開度測定装置 2 0 0 0 0 117,291,667 0 0 0 0 117,291,667

Sub　total（a）　　（VND） 1 0 0 0 0 8,162,083,333 0 0 0 0 8,162,083,333 －

（b）その他必要経費 （VND）

Item Qty 1st　year 2nd　year 3rd　year 4th　year 5th　year 6th　year 7th　year 8th　year 9th　year 10th　year Rematk

1 土地取得（借用）・設備費 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 電気使用料 1 47,892 47,892 47,892 47,892 47,892 47,892 47,892 47,892 47,892 47,892 T6電気利用料

3 デジタル回線（VPN）使用料 3 158,400,000 158,400,000 158,400,000 158,400,000 158,400,000 158,400,000 158,400,000 158,400,000 158,400,000 158,400,000
Hue,DaNang,NHMS
VPN利用料

4 携帯SIMカード使用料 2 1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000
P7,ALUOI発電所 携帯

網利用料

Sub　total（b）　（VND） 1 160,247,892 160,247,892 160,247,892 160,247,892 160,247,892 160,247,892 160,247,892 160,247,892 160,247,892 160,247,892 －

（VND）

Total（1）　VND 1 160,247,892 160,247,892 160,247,892 160,247,892 8,322,331,225 160,247,892 160,247,892 160,247,892 160,247,892 8,322,331,225 17 ,926 ,645 ,587

（JPY）

Total（1）　JPY 1 769,190 769,190 769,190 769,190 39,947,190 769,190 769,190 769,190 769,190 39,947,190 86 ,047 ,899

表 3-31 運営・維持管理費（フエ省 PCC-NDPCSR） 
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（a）機器費用 （VND）

Item Qty 1st　year 2nd　year 3rd　year 4th　year 5th　year 6th　year 7th　year 8th　year 9th　year 10th　year Rematk

1 情報処理・表示設備 1 0 0 0 0 62,500,000 0 0 0 0 62,500,000

Sub　total（a）　　（VND） 1 0 0 0 0 62,500,000 0 0 0 0 62,500,000 －

（b）その他必要経費 （VND）

Item Qty 1st　year 2nd　year 3rd　year 4th　year 5th　year 6th　year 7th　year 8th　year 9th　year 10th　year Rematk

1 電気使用料 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
事務所からの電源を分

配して使用する。

2 デジタル回線（VPN）使用料 1 52,800,000 52,800,000 52,800,000 52,800,000 52,800,000 52,800,000 52,800,000 52,800,000 52,800,000 52,800,000 HANOI　VPN利用料金

Sub　total（b）　（VND） 1 52,800,000 52,800,000 52,800,000 52,800,000 52,800,000 52,800,000 52,800,000 52,800,000 52,800,000 52,800,000 －

（VND）

Total（2）　　　　（VND） 1 52,800,000 52,800,000 52,800,000 52,800,000 115,300,000 52,800,000 52,800,000 52,800,000 52,800,000 115,300,000 653 ,000 ,000

（JPY）

Total（2）　　　　（JPY） 1 253,440 253,440 253,440 253,440 553,440 253,440 253,440 253,440 253,440 553,440 3 ,134 ,400

表 3-32 運用・維持管理費（MARD CSC-NDPC） 
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（a）機器費用 （VND）

Item Qty 1st　year 2nd　year 3rd　year 4th　year 5th　year 6th　year 7th　year 8th　year 9th　year 10th　year Rematk

1 情報処理・表示設備 1 0 0 0 0 348,229,167 0 0 0 0 348,229,167

Sub　total（a）　（VND） 1 0 0 0 0 348,229,167 0 0 0 0 348,229,167 －

（b）その他必要経費 （VND）

Item Qty 1st　year 2nd　year 3rd　year 4th　year 5th　year 6th　year 7th　year 8th　year 9th　year 10th　year Rematk

1 電気使用料 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ダムからの電源を分配
して使用する。

Sub　total（b）　（VND） 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 －

（VND）

Total（3）　　　　（VND） 1 0 0 0 0 348,229,167 0 0 0 0 348,229,167 696,458,333

（JPY）

Total（3）　　　　（JPY） 1 0 0 0 0 1,671,500 0 0 0 0 1,671,500 3,343,000

表 3-33 運用・維持管理費（Huong 川流域 3 ダム管理所） 
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4. プロジェクトの評価 
4-1 事業実施のための前提条件 

 本プロジェクトの実施にあたっては、ベトナム国の負担により下記のような手続き

が円滑になされることが前提条件である。 

(1) 以下の土地等を確保すること 

1) X バンドレーダ雨量計のためのサイト 

2) 水文観測所のためのサイト 

3) 通信中継局のためのサイト 

4) Hue PCC-NDPCSR に機器を設置するのに十分なスペース 

5) MARD の DNDPC に機器を設置するのに十分なスペース 

6) フンディエン・ビンディエン・ターチャック各ダムのオペレーションルームに機

器を設置するのに十分なスペース 

7) 施工者の事務所、作業場、資材置場等の一時的設備のための十分なスペース 

(2) X バンドレーダ雨量計、水文観測所及び無線基地局のための建築物について、建築

許可を得ること 

(3) X バンドレーダ雨量計、水文観測所、テレメータ及び多重無線に必要な周波数の許

可を得ること 

(4) X バンドレーダ雨量計及び多重無線設備の高さの高い建築物の安全性について必要

な許可を得ること 

(5) LiDAR 測量の実施に必要な許可を得ること（航空機の利用、撮影許可及び解析の

ためのデータの国外持ち出し可能性 

(6) 中央政府レベルにおけるプロジェクト管理業務に必要な予算を確保すること 

(7) 地方政府レベルにおけるプロジェクト管理業務に必要な予算を確保すること 

 

4-2 プロジェクト全体計画達成のために必要な相手方投入(負担)事項 

 プロジェクトの全体計画を達成するために、ベトナム国側が投入（負担）すべき事

項は下記のとおりである。 

(1) 人的資源開発 

1) 必要な人材を継続的に雇用する 

2) 研修や人的資源開発計画を通じて、より優れた人材の育成を行う 

(2) 水災害管理の推進 

1) 効果的な水災害防止・軽減のために、関係機関相互の連携を強化する 

2) 水防災情報システムの有効活用等により、関係機関や流域住民への的確かつ迅速

な防災情報伝達を行う 

(3) プロジェクトによって調達された機材及びシステム等の長期有効活用 

1) 機材やシステムの運用や定期的な保守点検に必要な予算を確保し、必要な交換部

品や消耗品の調達を行う（3-4 プロジェクトの運営・維持管理計画 を参照） 

2) 機材やシステムの盗難や破損を防止する 

3) 水防災情報システムのモデル定数、HQ 曲線データ及びレーダ定数について定期

的に検証・更新するとともに、必要に応じてシステムの改善を行う 
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4-3 外部条件 

 本プロジェクトの実施に際しての外部条件として、下記の諸事項を前提としている。 

(1) ベトナム国政府の水災害防止・軽減にかかる政策の変更がない。 

(2) ベトナム国農業農村開発省、同天然資源環境省、フエ省人民委員会及びフォン川

流域のダム管理会社等関連機関相互の連携協力体制が維持される。 

(3) 水防災情報システムの運用・維持管理に必要な人員と予算が確保され、長期にわ

たって継続的にシステムの有効活用及び必要に応じて改善が図られる。 

 

4-4 プロジェクトの評価 

4-4-1 妥当性 

 本プロジェクトは、水文観測機材、ダム管理用機材、水防災情報システムの設置に

より、中部地域の洪水被害の軽減に資するものであり、ベトナム国の開発政策、わが

国及び JICA の協力方針・分析に合致し、SDGs の「ゴール 1 あらゆる形態の貧困の

撲滅」及び「ゴール 11 包摂的、安全、強靭な都市及び人間居住の構築」に貢献す

ると考えられる。また、自然災害への対応は人道上の観点からニーズが高いこと、

2015 年 3 月の国連防災世界会議で発表した「仙台防災協力イニシアティブ」におい

て、わが国は自国の知見と技術を活かした国際貢献を表明していることから、外交的

観点からも本事業の実施を支援する必要性は高く、妥当であると判断される。 

 

4-4-2 有効性 

 本プロジェクトの実施による定量的な効果として、下表に示すように、水文観測密

度の向上、ダムによる下流部洪水低減量向上及び雨量・水位情報伝達速度の向上が挙

げられる。 

 

表 4-1 定量的効果一覧表 

また、定性的な効果としては、下記のような事項が挙げられる。 

① フォン川流域のダムの適切な管理・運用能力の向上に寄与する 

② フォン川流域全体の水関連災害の予防・軽減に寄与する 

③ フォン川流域の浸水範囲予測情報を提供し、適切な住民の避難等に寄与する 

 

指標名 
基準値 

（2016 年実績値） 

目標値（2022 年） 

【事業完成 3 年後】 

水文データの

密度 

システムに利用でき

る雨量データ 

（地点数/km2） 

1/400 1/0.1 

河川水位・流量観測

地点（個所） 
6 16 

ダ ム に よ る 下 流 部 洪 水 低 減 量

（m3/s） 
-1,480（25%低減）* -3,130（55%低減）* 

雨量、水位の情報伝達頻度（間隔） 60 分 10 分 

* 記録的大洪水である 2009 年 9 月洪水と同規模洪水の場合のフエ市中心部（Kim Long）での推計値 
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5. 資料 
5.1 調査団員・氏名 

 

(1) 第一次現地調査 

 

No. 氏 名 担当業務 所 属 

1 井上 陽一 総括 JICA 地球環境部 防災第一チーム 

2 中臺 銀河 評価企画 JICA 地球環境部 防災第一チーム 

3 布村 明彦 業務主任/洪水対策 (一財)河川情報センター 

4 上米良秀行 
副業務主任/洪水対策/レー

ダ機材計画 
(一財)河川情報センター 

5 遠山 正人 
水文観測機材・レーダ機材

計画/積算 
(株)建設技術研究所 

6 有村 真二 通信機器計画/機材計画 (一財)河川情報センター 

7 寺川  陽 防災情報システム計画 (一財)河川情報センター 

8 小牧 健二 地形情報/既存ダム調査 (独)水資源機構 

9 鈴木 正弘 施工計画 (一財)河川情報センター 

10 柴田 眞利 調達計画/積算 (株)建設技研インターナショナル 

 

 

(2) 第二次現地調査 

 

No. 氏 名 担当業務 所 属 

1 井上 陽一 総括 JICA 地球環境部 防災第一チーム 

2 布村 明彦 業務主任/洪水対策 (一財)河川情報センター 

3 上米良秀行 
副業務主任/洪水対策/レー

ダ機材計画 
(一財)河川情報センター 

4 遠山 正人 
水文観測機材・レーダ機材

計画/積算 
(株)建設技術研究所 

5 有村 真二 通信機器計画/機材計画 (一財)河川情報センター 

6 鈴木 正弘 施工計画 (一財)河川情報センター 

7 柴田 眞利 調達計画/積算 (株)建設技研インターナショナル 

8 岩佐 泰治 通信機器計画/機材計画 (株)クイックフォックス 

 

 

(3) 第三次現地調査（概略設計概要書説明調査） 

 

No. 氏 名 担当業務 所 属 

1 井上 陽一 総括 JICA 地球環境部 防災第一チーム 

2 布村 明彦 業務主任/洪水対策 (一財)河川情報センター 

3 上米良秀行 
副業務主任/洪水対策/レー

ダ機材計画 
(一財)河川情報センター 

4 有村 真二 通信機器計画/機材計画 (一財)河川情報センター 
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5.2 調査行程 

 

(1) 第一次現地調査 

No. 日付・曜日 

2016 年 

JICA コンサルタント 

井上・中臺 布村・寺川 他 

1 3 月 8 日(火)  布村：東京→ハノイ  

2 3 月 9 日(水) 井上・中臺・上米良・有村：東京→ハノイ、打合せ 

3 3 月 10 日(木) インセプションレポート説明協議、ハノイ→フエ 

4 3 月 11 日(金) インセプションレポート説明協議            遠山・鈴木：東京→

ハノイ→フエ 

5 3 月 12 日(土) 現地調査 

6 3 月 13 日(日) 打合せ                       小牧：東京→ハノイ→

ダナン→フエ 

7 3 月 14 日(月) 現地調査          寺川：東京→ハノイ→フエ 

8 3 月 15 日(火) ミニッツ協議、井上・中臺・布村・寺川：フエ→ハノイ 

9 3 月 16 日(水) ミニッツ協議 現地調査 

10 3 月 17 日(木) 打合せ 現地調査 

11 3 月 18 日(金) ミニッツ署名、井上・中臺：ハノイ→ 現地調査 

12 3 月 19 日(土) →東京 布村：ハノイ→フエ、打合せ、フエ→ハノイ 

寺川：ハノイ→東京     小牧：フエ→ハノイ→ 

13 3 月 20 日(日)  布村：ハノイ→東京 打合せ、小牧：→東京、

柴田：東京→ハノイ 

14 3 月 21 日(月)   現地調査、柴田：現地調

整 

15 3 月 22 日(火)   現地調査、柴田：ハノイ

→フエ 

16 3 月 23 日(水)   打合せ、遠山：フエ→ハ

ノイ→ 

17 3 月 24 日(木)   現地調整、遠山：→東京 

18 3 月 25 日(金)   現地調整 

19 3 月 26 日(土)   現地調整・調査 

20 3 月 27 日(日)   資料整理、上米良：フエ

→ダナン、鈴木：フエ→

ハノイ→ 

21 3 月 28 日(月)   現地調整、ダナン→ハノ

イ、有村：フエ→ハノイ

→東京、鈴木：→東京、

柴田：フエ→ハノイ 

22 3 月 29 日(火)   現地調整 

23 3 月 30 日(水)   現地調整、上米良：ハノ

イ→ 

24 3 月 31 日(木)   上米良：→東京、柴田：

ハノイ→東京 

 

(2) 第一次現地調査補足調査 1 

No. 日付・曜日 

2016 年 

コンサルタント 

布村 上米良 

1 4 月 22 日(金)  東京→ハノイ、打合せ(野中専門家) 

2 4 月 23 日(土) 東京→ハノイ ハノイ→ダナン、打合せ(ダナン HMC) 

3 4 月 24 日(日) 資料作成 ダナン→ハノイ、資料作成 

4 4 月 25 日(月) 首相決定ガイドライン及びターチャックダム水理計算について打合せ(HEC) 

5 4 月 26 日(火) 技術的支援内容の打合せ(VAWR) 

6 4 月 27 日(水) 周波数使用許認可の打合せ(ARFM) 

7 4 月 28 日(木) 河川水位警報基準の打合せ(NHMS) 

8 4 月 29 日(金) ハノイ→東京 資料整理 

9 4 月 30 日(土)  打合せ(DWR) 

10 5 月 1 日(日)  ハノイ→東京 
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(3) 第一次現地調査補足調査 2 

No. 日付・曜日 

2016 年 

コンサルタント 

上米良 

1 5 月 22 日(日) 東京→ハノイ 

2 5 月 23 日(月) LiDAR 測量の打合せ(SAMCOM) 

3 5 月 24 日(火) 午前: LiDAR 測量の打合せ(TMV)、午後: レーダー設置許認可の打合せ(AMO) 

4 5 月 25 日(水) ハノイ→フエ、現地調査(フオン川下流域) 

5 5 月 26 日(木) 打合せ(DARD 支局) 

6 5 月 27 日(金) CCTV 設置/LiDAR 測量の現地調査(ダム) 

7 5 月 28 日(土) CCTV 設置/LiDAR 測量の現地調査(ダム)、フエ→ハノイ 

8 5 月 29 日(日) ハノイ→東京 

 

(4) 第二次現地調査（ミニッツ協議・現地調査） 

No. 日付・曜日 

2016 年 

JICA コンサルタント 

井上 布村・遠山 上米良・有村 

1 7 月 3 日(日) 井上・布村・上米良・有村：東京→ハノイ、打合せ 

2 7 月 4 日(月) ミニッツ協議 

3 7 月 5 日(火) ハノイ→フエ、ミニッツ協議 

4 7 月 6 日(水) ミニッツ協議、フエ→ハノイ 

5 7 月 7 日(木) ミニッツ協議 

6 7 月 8 日(金) ミニッツ協議 

7 7 月 9 日(土) 資料収集 

8 7 月 10 日(日) ハノイ→フエ、ミニッツ協議 

9 7 月 11 日(月) フエ→ハノイ、ミニッツ協議 現地調査、上米良：フエ

→ハノイ 

10 7 月 12 日(火) ミニッツ署名、井上：ハノイ→東京 現地調査、上米良：ハノ

イ→フエ 

11 7 月 13 日(水)  布村：ハノイ→東京 現地調査、上米良：フエ

→ハノイ、現地調整 

12 7 月 14 日(木)   現地調査、上米良：ハノ

イ→フエ 

13 7 月 15 日(金)   現地調査 

14 7 月 16 日(土)   資料作成 

15 7 月 17 日(日)   資料作成 

16 7 月 18 日(月)  遠山：東京→ハノイ→フ

エ 

フエ→ダナン、現地調査 

17 7 月 19 日(火)  現地調査 現地調査、ダナン→フエ 

18 7 月 20 日(水)  現地調査 現地調査 

19 7 月 21 日(木)  現地調査 現地調査 

20 7 月 22 日(金)  現地調査 現地調査 

21 7 月 23 日(土)  フエ→ハノイ 資料作成 

22 7 月 24 日(日)  ハノイ→東京 資料作成 

23 7 月 25 日(月)   現地調整 

24 7 月 26 日(火)   現地調整 

25 7 月 27 日(水)   フエ→ハノイ 

26 7 月 28 日(木)   ハノイ→東京 

 

(5) 第二次現地調査（電波試験・積算関連） 

No. 日付・曜日 

2016 年 

コンサルタント 

鈴木・岩佐 柴田 

1 6 月 19 日(日)  東京→ハノイ→フエ 

2 6 月 20 日(月)  現地調整 

3 6 月 21 日(火)  現地調整 

4 6 月 22 日(水)  現地調整 

5 6 月 23 日(木)  現地調整 

6 6 月 24 日(金)  現地調整 

7 6 月 25 日(土)   

8 6 月 26 日(日)   

9 6 月 27 日(月)  現地調整 

10 6 月 28 日(火)  積算資料収集 

11 6 月 29 日(水)  積算資料収集 
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No. 日付・曜日 

2016 年 

コンサルタント 

鈴木・岩佐 柴田 

12 6 月 30 日(木)  積算資料収集 

13 7 月 1 日(金)  積算資料収集 

14 7 月 2 日(土)   

15 7 月 3 日(日)   

16 7 月 4 日(月)  積算資料収集 

17 7 月 5 日(火)  フエ→ハノイ 

18 7 月 6 日(水)  積算資料収集 

19 7 月 7 日(木)  積算資料収集、ハノイ→東京 

20 7 月 8 日(金)   

21 7 月 9 日(土)   

22 7 月 10 日(日) 東京→ハノイ→フエ  

23 7 月 11 日(月) 現地調査  

24 7 月 12 日(火) 現地調査  

25 7 月 13 日(水) 現地調査  

26 7 月 14 日(木) 現地調査  

27 7 月 15 日(金) 現地調査  

28 7 月 16 日(土) 資料作成  

29 7 月 17 日(日) 資料作成  

30 7 月 18 日(月) 電波試験準備  

31 7 月 19 日(火) 電波試験準備  

32 7 月 20 日(水) 電波試験準備  

33 7 月 21 日(木) 電波試験準備  

34 7 月 22 日(金) 電波試験準備  

35 7 月 23 日(土) 資料作成  

36 7 月 24 日(日) 資料作成  

37 7 月 25 日(月) 電波試験  

38 7 月 26 日(火) 電波試験  

39 7 月 27 日(水) 電波試験  

40 7 月 28 日(木) 電波試験  

41 7 月 29 日(金) 電波試験  

42 7 月 30 日(土)   

43 7 月 31 日(日)   

44 8 月 1 日(月) 現地調整  

45 8 月 2 日(火) 現地調整  

46 8 月 3 日(水) 現地調整  

47 8 月 4 日(木) 現地調整  

48 8 月 5 日(金) 現地調整  

49 8 月 6 日(土)   

50 8 月 7 日(日)   

51 8 月 8 日(月) 現地調整  

52 8 月 9 日(火) 現地調整  

53 8 月 10 日(水) 現地調整  

54 8 月 11 日(木) フエ→ハノイ、現地調整  

55 8 月 12 日(金) 現地調整、ハノイ→フエ  

56 8 月 13 日(土)   

57 8 月 14 日(日)   

58 8 月 15 日(月) 電波試験準備  

59 8 月 16 日(火) 電波試験準備  

60 8 月 17 日(水) 電波試験準備  

61 8 月 18 日(木) 電波試験  

62 8 月 19 日(金) 電波試験  

63 8 月 20 日(土) 電波試験  

64 8 月 21 日(日)   

65 8 月 22 日(月) 電波試験  

66 8 月 23 日(火) 電波試験  

67 8 月 24 日(水) 電波試験  

68 8 月 25 日(木) 電波試験  

69 8 月 26 日(金) フエ→ハノイ  

70 8 月 27 日(土) ハノイ→東京  
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(6) 第二次現地調査補足調査 1 

No. 日付・曜日 

2016 年 

コンサルタント 

布村 上米良 

1 9 月 4 日(日) 東京→ハノイ→フエ 

2 9 月 5 日(月) 許認可関係の打合せ(DARD)、フエ→ハノイ 

3 9 月 6 日(火) 許認可関係の打合せ(PMU) 

4 9 月 7 日(水) ハノイ→東京 資料作成 

5 9 月 8 日(木)  許認可関係の打合せ(DWR) 

6 9 月 9 日(金)  午前：打合せ(JICA 事務所)、午後：打

合せ(DWR) 

7 9 月 10 日(土)  ハノイ→東京 

 

(7) 第二次現地調査補足調査 2 

No. 日付・曜日 

2016 年 

コンサルタント 

布村・上米良 

1 10 月 18 日(火) 東京→ハノイ 

2 10 月 19 日(水) 調整要望事項の打合せ(PMU) 

3 10 月 20 日(木) 午前：打合せ(VAWR)、午後：打合せ(DWR) 

4 10 月 21 日(金) ハノイ→東京 

 

(8) 第二次現地調査補足調査 3 

No. 日付・曜日 

2016 年 

コンサルタント 

布村・上米良・有村 

1 10 月 24 日(月) 東京→ハノイ 

2 10 月 25 日(火) 周波数使用許認可の打合せ(ARFM) 

3 10 月 26 日(水) レーダー・維持管理・データ共有等の打合せ(PMU)、ハノイ→フエ 

4 10 月 27 日(木) レーダー・維持管理・データ共有等の打合せ(DARD 支局)、フエ→ハノイ 

5 10 月 28 日(金) 午前：レーダー・維持管理・データ共有等の打合せ(PMU)、午後：技術的支援内

容の打合せ(VAWR) 

6 10 月 29 日(土) ハノイ→東京 

 

(9) 第三次現地調査（概略設計概要書説明調査） 

No. 日付・曜日 

2016 年 

JICA コンサルタント 

井上 布村・上米良・有村 

1 11 月 16 日(水) 井上・布村・有村：東京→ハノイ 

2 11 月 17 日(木) ミニッツ協議、上米良：東京→ハノイ 

3 11 月 18 日(金) ミニッツ協議 

4 11 月 19 日(土) 資料収集 

5 11 月 20 日(日) ハノイ→フエ 

6 11 月 21 日(月) ミニッツ協議 

7 11 月 22 日(火) ミニッツ協議、フエ→ハノイ 

8 11 月 23 日(水) ミニッツ協議 

9 11 月 24 日(木) ミニッツ協議 

10 11 月 25 日(金) ミニッツ署名 

11 11 月 26 日(土) ハノイ→東京 
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5.3 関係者(面会者)リスト 

 

 農業農村開発省(MARD)  水資源総局(DWR)（ハノイ） 

 

Mr. Hoang Van Thang 副大臣・水資源総局長 
Mr. Tran Quang Hoai  水資源総局副局長 
Mr. Van Phu Chinh  自然災害防止管理局長 
Mr. Nguyen Duc Quang  自然災害防止管理局副局長・プロジェクト管理ユニット長 
Mr. Ta Ngoc Tan  自然災害防止管理局 

Mr. Vu Kien Trung  
災害管理センター副センター長・プロジェクト管理ユニット副

ユニット長（現所属：VUSTA 自然災害環境研究所) 
Ms. Doan Thi Tuyet Nga  科学技術国際協力局副局長 
Ms. Nguyen Thi Xuan Hong 科学技術国際協力局 
Ms. Do Thi Phuong Thao  科学技術国際協力局 
Mr. Nguyen Van Vy  中部・高原地域自然災害防止管理支局副局長（ダナン） 

 

 

 農業農村開発省(MARD)  ベトナム水資源研究院(VAWR)（ハノイ） 

 

Mr. Tran Dinh Hoa  ベトナム水資源研究院副院長 
Mr. Duong Quoc Huy  トレーニング国際協力センター副センター長 
Mr. Nguyen Quoc Hiep  水資源ソフトウェアセンター副センター長 
Mr. Nguyen Ngoc Tuan  水資源ソフトウェアセンター 
Mr. Nguyen Thanh Hung  河川海岸工学研究室副室長 
Mr. Do Hoai Nam 
Ms. Le Hanh Chi 

 

 

 天然資源環境省(MoNRE)  水文気象局(DWR)（ハノイ） 

 

Mr. Le Thanh Hai  水文気象局副長官 
Mr. Duong Van Khanh  水文気象観測網センター長 
Mr. Nguyen Ngoc Quy  水文気象観測網センター 度量衡検定部長 
Ms. Dang Thanh Mai  水文気象予報センター副センター長 
Mr. Vu Duc Long  水文気象予報センター 水文予報部次長 
Mr. Dinh Thai Hung  科学技術国際協力局長 
Mr. Hoang Gia Hiep  高層気象台長 
Mr. Nguyen Tuan Tai  高層気象台副台長 
Mr. Nguyen Vinh Thu  高層気象台副台長 
Mr. Dinh Phung Bao  中部中央管区水文気象台長（ダナン） 
Mr. Le Viet Xe  中部中央管区水文気象台副台長（ダナン） 
Mr. Pham Van Chien  中部中央管区水文気象台副台長（ダナン） 
Mr. Nguyen Van Hung  フエ省水文気象台長（フエ） 
Mr. Van Minh Trien  フエ気象観測所長（フエ） 
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 フエ省（フエ） 

 

Mr. Dinh Khac Dinh  人民委員会副委員長 
Mr. Nguyen Van Phuong  人民委員会副委員長 
Mr. Ho Sy Nguyen  農業農村開発局長 
Mr. Phan Thanh Hung  農業農村開発局 水資源支局長 
Mr. Dang Van Hoa  農業農村開発局 水資源支局副局長 
Mr. Le Dien Minh  農業農村開発局 水資源支局 
Mr. Tran Thanh Quang  農業農村開発局 水資源支局 
Mr. Tran Trung Dung  農業農村開発局 水資源支局 

 

 

 ビンディエン水力発電共同出資会社（フエ） 

 

Mr. Nguyen Quang Hai  所長 

 

 

 共同出資会社フォンディエン水力発電所（フエ） 

 

Mr. Trinh Xuan Khoa  副所長 
Mr. Cao Huu Thuy  管理総務長 
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5.4 討議議事録 

 

ミニッツ 

(1) Minutesof Discussions, Hanoi, 18th March, 2016 

(2) Minutesof Discussions, Hanoi, 12th July, 2016 

(3) Minutesof Discussions, Hanoi, 25th November, 2016 

 

テクニカルノート 

(4) Technical Notes, Hue, 25th March, 2016 

(5) Technical Notes, Hue, 26th March, 2016 

(6) Technical Notes, Da Nang, 28th March, 2016 

(7) Technical Notes, Ha Noi, 29th March, 2016 

(8) Technical Notes, Ha Noi, 30th March, 2016 

(9) Technical Notes, Hue, 27th May, 2016 

(10)Technical Notes, Hue, 27th July, 2016 

(11)Technical Notes, Ha Noi, 9th September, 2016 

(12)Technical Notes, Ha Noi, 28th October, 2016  
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5.5 ソフトコンポーネント計画書 

(1) ソフトコンポーネントの背景 

 ベトナムの中部沿岸部は台風の常襲地帯であることから毎年のように風水害、土砂

災害に見舞われており、人命及び社会経済資本の損失防止の観点からも、災害予防・

応急対策が喫緊の課題となっている。主要河川流域に設置された利水ダム（ほとんど

がアースダム）では、豪雨発生時にダムの決壊による下流地域の洪水被害が多発して

いる。洪水被害の原因としては、ダムの施設上の問題（設計・施工）のほか、降雨量、

河川水位・流量、ダム水位等の情報収集、洪水被害の予測、洪水予警報の発信体制が

未整備であることや適切なタイミングと水量でダムの貯留・放流が行われていないこ

とがある。 

 ベトナム国政府は、災害予防に重点を置いた 2013 年策定の「災害予防・軽減法」

においてダムの適切な管理と運用を重要課題として挙げるとともに、近年の下流地域

の洪水被害の多発を受けて、2013 年に首相が農業・農村開発省に対しフォン川のダ

ムの適切な管理と安全対策強化を指示している。また、2014 年にはフォン川流域の

主要 3 ダム（ビンディエンダム、ホンディエンダム及びターチャックダム）を対象

とした洪水時統合管理ルールが首相決定で定められ、2015 年には干ばつ対策も追加

されたが、これらの実現に必要な情報システムは未整備である。 

 以上のようなことから、ダムの貯留・放流のタイミングや放流量を適切に判断・制

御し、また下流地域の洪水災害リスク情報を的確に把握・伝達することによってダム

と流域の安全性を向上させるためには、リアルタイムでの精度の高い水文情報の観

測・共有と洪水予測が不可欠であり、それを行う防災情報システムの整備が急務とな

っている。 

 こうした背景のもと、「ベトナム国 総合防災情報システムを用いた緊急時におけ

る効果的ダム運用及び洪水管理計画」は、フエ省フォン川流域において、降雨量、河

川水位・流量、ダム水位等の観測機材の設置とそれらによる観測データを活用した総

合的な防災情報システムの構築を行うことにより、ダムの適切な管理と運用、適時・

的確な防災情報の発信・伝達を行い、流域全体の水関連災害防止・軽減に寄与するこ

とを目的としている。 

 ベトナムの河川流域では、これまで十分な水文観測体制が整っておらず、リアルタ

イムの観測情報等に基づくダム操作や河川管理の経験に乏しい。したがって、本プロ

ジェクトで整備する機器やシステムを適切に運用、利活用して、プロジェクトの目的

を十分に達成するためには、ソフトコンポーネントの実施を通じて、ベトナム側担当

組織職員の能力向上を図ることが必要である。 

 

(2) ソフトコンポーネントの目標 

 ソフトコンポーネントの目標は、ベトナム国の人材によって、下記の目的が長期に

わたって持続的に達成されるよう、必要な技術知識基盤を構築するための技術移転を

行うことにある。 

①新設・既設の水文観測施設の観測データが適切に観測・伝送され、水防災情報シ
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ステムの表示画面にリアルタイムで表示されるようトラブル発生時の対応や点検保

守を行う 

②現地関係機関が、水防災情報システムを的確に運用・活用し、ダムの適切な操作

によりフォン川流域の洪水災害軽減及び適切な水利用に役立てる 

 

(3) ソフトコンポーネントの成果 

 ソフトコンポーネントの実施により期待される成果を表 1 に示す。 

表 5-1 ソフトコンポーネントにより期待される成果 

 

 

(4) 成果達成度の確認方法 

 ソフトコンポーネントの各成果目標に対し、ベトナムの担当職員が自ら実施できる

かどうかをテストすることによって、その達成度を評価する。 

 ソフトコンポーネントの各成果目標に対し、ベトナムの担当職員が自ら実施でき

るかどうかをテストすることによって、その達成度を評価する。 

1) 機器・システムのトラブル発生時の対処 

 実務利用時に、機器・システムのトラブル発生時に円滑に対処できることを確認

する。 

2) 機器・システムの点検・保守 

「維持管理マニュアル」に沿って、機器・システムの定期的な点検・保守実務を円

滑に実施できることを確認する。 

成果項目 内容 達成度の確認方法

成果1
機器・システムのトラ
ブル発生時の対処

レーダを含む観測機器、CCTV、通信機器、
情報処理・表示機器、データ蓄積機器およ
びそれらのシステムのトラブル発生時の対
処方法習得

実務利用時のトラブル対応を通じた習
熟度確認

成果2
機器・システムの点
検・保守

各機器・システムの点検・保守及び不具合
個所の特定、原因究明、対処方法の習得

マニュアルに沿った点検・保守実務を
通じた習熟度確認

成果3
表示データの監視方
法の習得

表示データの異常検出及び原因究明・対処
方法の習得

実務利用時の表示データの異常検
出・対処を通じた習熟度確認

成果4
水防災情報システム
の運用

水防災情報システムを活用した（首相指示
に沿った）洪水被害の軽減と旱魃対策のた
めのダム操作方法の習得

マニュアルに沿ったダム操作訓練に
よる習熟度確認

成果5
水害リスク情報の伝
達

水害リスク情報（流域諸情報・洪水予警報）
の住民等への的確な伝達方法の習得

マニュアルに沿った情報伝達訓練に
よる習熟度確認

成果6
レーダ雨量計の定数
同定手法の習得

雨期の観測データによるレーダ雨量計の品
質算定・調整及び地上雨量観測値を用いた
精度評価・定数同定手法の習得

実務作業のプロセス及び結果の確認

成果7
流出解析モデルの定
数同定手法の習得

雨量観測値（地上、レーダ）、水位・流量観
測値、氾濫・浸水状況調査等に基づく、流出
解析モデルの定数同定手法の習得

実務作業のプロセス及び結果の確認

成果8
HQ曲線の作成・活用
手法の習得

河川の水位観測値を流量に変換するため
の、流量観測及びHQ曲線作成手法の習得

実務作業のプロセス及び結果の確認
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3) 示データの監視方法の習得 

 実務利用時に、表示画面を監視し、異常を検出した場合に不具合箇所の特定や適

切な対処ができることを確認する。 

4) 水防災情報システムの運用 

「水防災情報システムを活用したダム操作マニュアル」に沿って、水防災情報シス

テムを実際のダム操作実務に活用できることを確認する。 

5) 水害リスク情報の伝達 

 情報伝達訓練等を通じて、水害リスク情報を住民等に的確に伝達する手順を理解

し、実行できることを確認する。 

6) レーダ雨量計の定数同定手法の習得 

 地上雨量観測データによるレーダ雨量計の精度検証及び定数同定手順を理解し、

実施するとともに、それを実際にシステム上で設定できることを確認する。 

7) 流出解析モデルの定数同定手法の習得 

 流域の水文観測データに基づいて降雨流出解析を行い、流出解析モデルの定数同

定を実施するとともに、それを実際にシステム上に設定できることを確認する。 

8) HQ 曲線の作成・活用手法の習得 

 水位観測地点における出水期の(浮子測法や電波流速計等による)流量観測及び

それに基づいて HQ 曲線を作成し、システム上に設定できることを確認する。 

 

(5) ソフトコンポーネントの活動（投入計画） 

 ソフトコンポーネントは、機器操作・管理担当、水防災情報システム担当及びレー

ダ雨量計担当による直接支援型とし、計 17 月で実施することを基本に、より効果的

な実施時期に行うように工夫する。機器操作・管理担当は「成果 1 機器・システム

のトラブル発生時の対処方法」と「成果 2 機器・システムの点検・保守」を、水防

災情報システム担当は「成果 3 表示データの監視方法の習得」、「成果 4 水防災情

報システムの運用」、「成果 5 水害リスク情報の伝達」、「成果 7 流出解析モデル

の定数同定手法の習得」、「成果 8 HQ 曲線の作成・活用手法の習得」を、レーダ雨

量計担当は「成果 6 レーダ雨量計の定数同定手法の習得」をそれぞれ担当する。 

 ソフトコンポーネントの活動計画を、成果品及び実施リソースの調達方法と合わせ

て次表に示す。なお、トラブル発生時の対処や表示データ異常の監視にかかる実務指

導に関しては、実際に発生するトラブル対処等とあわせて、停電によるシステムダウ

ンや一部観測データの異常や欠測などを擬似的に発生させて、原因究明や対処方法を

指導する。 
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表 5-2 ソフトコンポーネントの活動計画 

 

 現時点で想定しているプロジェクトの工程では、機材調達の検収・引渡しまでの間

に、機器の操作・維持管理や水防災情報システムの運用等にかかる OJT を含む研修

とあわせて、その時点で得られているデータを用いてレーダ雨量計定数や流出解析モ

デルの定数の初期値同定のための技術指導を行う。 

 また、機器引き渡し以降、プロジェクトで構築した水文観測ネットワークによる雨

期（9 月～12 月）のデータの分析結果を各種定数設定に反映させるために、レーダ

定数同定、流出解析モデルの定数同定及び HQ 曲線の作成・活用について OJT 型の技

成果項目 対象 実施方法 成果品 リソース

成果1
　機器・システムのトラブ
ル発生時の対処方法

MARD、DARD及び3ダム管理
所等の機器操作担当職員（20
名程度）

・実務を通じたOJTを指導
・擬似的なトラブル発生への対処
方法指導

研修資料
実務指導結果のま
とめ

機器操作・管理担当
コンサルタント
5日（直接支援型）

成果2
　機器・システムの点検・
保守

MARD、DARDおよびダム管理
所等の機器維持管理担当職
員（20名程度）

・各機器設置サイトにおいて機器
の動作確認・保守の実務研修を
実施
・維持管理マニュアルの作成
・外部保守業者の作業管理の
OJT（TORの作成）を指導

点検・保守マニュア
ル
保守契約TOR
実務指導結果のま
とめ

機器操作・管理担当
コンサルタント
5日（直接支援型）

成果3
　表示データ監視方法の
習得

MARD、DARD及び3ダム管理
事務所等の表示データ監視担
当職員（10名程度）

・表示データ異常の検出・原因
究明・対処方法の研修実施及び
OJTを指導（観測施設の故障、
データ入力のミス、情報伝達・処
理機器のトラブル、プログラムの
バグ、電源異常など）
・擬似的な異常表示への対処方
法指導

研修資料
実務指導結果のま
とめ

水防災情報システム
担当コンサルタント
5日（直接支援型）

成果4
　水防災情報システム運
用

MARD、DARD及び3ダム管理
所の水防災システム運用担当
職員（20名程度）

・水防災情報システムを活用した
ダム操作についての研修実施
・システム運用の実務指導

水防災情報システ
ムを活用したダム操
作マニュアル
実務指導結果のま
とめ

水防災情報システム
担当コンサルタント
10日（直接支援型）

成果5
　水害リスク情報伝達

MARD、DARDおよび3ダム管
理所の防災担当職員（20名程
度）

・水害リスク情報（流域諸情報や
洪水予警報）の住民等への効果
的な伝達に関する研修の実施
・水害リスク情報伝達訓練の実
施
・水害リスク情報伝達にかかる
実務指導

情報伝達訓練の指
導結果まとめ

水防災情報システム
担当コンサルタント
5日（直接支援型）

成果6
　レーダ雨量計定数同定
手法の習得

MARD、DARD及びNHMSの
レーダ雨量計運用管理担当職
員（10名程度）

・レーダ雨量計観測に関する研
修の実施（定数同定や精度評価
手法を含む）
・レーダ運用開始初期の品質算
定手法の実務指導
・出水期（９月～12月）の観測
データによる観測精度検証、定
数同定及びシステム上の設定に
ついての実務指導

研修資料
実務指導結果のま
とめ

レーダ雨量計担当コ
ンサルタント
70日（直接支援型）

成果7
　流出解析モデルの定
数同定手法の習得

MARD、DARD等の水防災シス
テム運用担当職員（10名程度）

・（水防災情報システムに組み込
まれた）流出解析モデルの概要
及び定数同定手法に関する研
修の実施
・出水期（9月～12月）の水文観
測データによる流出解析モデル
の定数同定・検証及びシステム
上の設定についての実務指導

研修資料
実務指導結果のま
とめ

水防災システム担当
コンサルタント
40日（直接支援型）

成果8
　HQ曲線の作成・活用
手法の習得

DARD等の水文観測担当職員
（10名程度）

・出水期（9月～12月）に、フン川
本・視線の水位観測地点におけ
る流量観測に基づくHQ曲線を作
成するための一連の作業及びシ
ステム上の設定についての実務
指導

研修資料
実務指導結果のま
とめ

水災害情報システム
担当コンサルタント
20日（直接支援型）
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術指導を行うこととあわせて、実際の出水をふまえたシステム運用等の習熟を図るこ

ととする。 

 機材の設置が完了し試験運用を開始した時点で、MARD、DARD、NHMS 及び 3 ダム管

理所の職員等を対象として実施する予定の研修内容は以下のとおりである。 

○ MARD 及び DARD の職員等対象（ハノイ 3 日間及びフエ 7 日間） 

・水防災情報システムの内容 

・機器やシステムのトラブル発生時の対処方法 

・機器の点検・保守方法 

・表示データ異常時の原因究明と対処方法 

・水防災情報システムを活用した（首相決定に即した）ダム操作 

・ダム管理所との連携・情報共有 

・水害リスク情報の効果的な住民への伝達方法 

・レーダ雨量計観測の内容 

・レーダ雨量計定数同定と精度管理手法 

・流出解析モデルの内容 

・流出解析モデルの定数同定手法      等 

○ 3 ダム管理所の職員対象（各ダム管理所において各 1 日間） 

・水防災情報システムの内容 

・機器やシステムのトラブル発生時の対処方法 

・水防災情報システムを活用したダム操作 

・水害リスク情報の効果的な伝達方法    等 

○ NHMS の職員等対象 （1 日間） 

・水防災情報システムの概要 

・水文観測機器の点検・保守及びトラブル発生時の対処方法 

・レーダ雨量計観測の内容 

・レーダ雨量計定数同定と精度管理手法   等 

 

 ベトナムの河川流域においては、これまでリアルタイムの観測情報等に基づく水管

理情報システムを用いたダム操作や河川管理の経験が乏しく、関連技術水準が低い状

況にある。本ソフトコンポーネントの実施により、機器・システムを円滑に運用し、

それらを実際のダム操作やリスク情報伝達に効果的に活用するとともに、（必要に応

じて）観測定数やモデル定数等を更新してシステム上で設定できる技術水準まで引き

上げることを目標とする。本プロジェクトのベトナム側関係機関の体制図の中で、以

下の部署の関連する職員をソフトコンポーネントの対象として想定している。 
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図 5-1  ベトナム側関連組織体制図 

 

 なお、機器・システムの操作及び維持管理に関して機器メーカによる初期操作指導

とソフトコンポーネントで実施する内容を対比して整理したものを下表に示す。 

MARD Ministry of Agriculture and Rural Development 農業農村開発省

DWR Directorate of Water Resources 水資源総局

DNDPC Department of Natural Disaster Prevention & Control 自然災害防止管理局

DMC Disaster Management Center 災害マネジメントセンター

DSTIC
Department of Science Technology and International
Cooperation

科学技術国際協力局

VAWR Vietnam Academy of Water Resources ベトナム水資源研究院

MoNRE Ministry of Natural Resources and Environment 天然資源環境省

DMHCC
Department of Meteorology ,Hydrology & Climate
change

気象水文気候変動局

NHMS National Hydro-Meteorological Service 国家水文気象局

AMO Aero-Meteorological Observatory 高層気象観測台

NCHMF National Center for Hydro-Meteorological Forecasting 水文気象予報センター

MCRHMC Mid-Central Regional Hydro-Meteorological Center 中部中央管区気象台(DaNang)

HMC Hydro- Meteorological Center (Hue) 水文気象台(Hue)

CSC-
NDPC

Central Steering Committee for Natural Disaster
Prevention and Control

中央自然災害対策管理運営委員会（事務局DWR）

T.T.Hue
PPC

Thua Thien Hue Provincial People's Committee フエ省人民委員会

DoNRE  Department of Natural Resources and Environment 省天然資源環境局

DARD  Department of Agriculture and Rural Development 省農業農村開発局

PCC-
NDPCSR

Provincial Commanding Committees for Natural
Disaster Prevention and Control, Search and Rescue

省自然災害対策管理・捜索救助指令委員会（事務局DARD）

A Luoi Hydroelectric Power Plant アロイ水力発電所

Number-5 Irrigation Works Construction and Investment
Management Board (under MARD) *It is managing Ta Trach Dam

第5潅漑事業形成・投資管理委員会(MARD）

※ターチャックダムを管理

Huong Dien Hydropower Plant, HD Investment Joint-stock
Company

共同出資会社フォンディエン水力発電所

Binh Dien Hydropower Joint-stock Company ビンディエン水力発電共同出資会社
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表 5-3 メーカによる初期操作指導とソフトコンポーネント実施内容の整理 

機器メーカによる初期操作指導 ソフトコンポーネントで実施する内容 
○各機器・システムについて、電源

のオン・オフを含む主要な機能ボタン

の操作方法 
○停電等に起因するシステムダウン

時の再起動方法 
○各種定数のシステム上での設定

（更新）方法 
○消耗品等の交換方法 

○機器・システムのトラブル発生時の対

処方法の実務指導 
○マニュアルに基づく定期的な点検・保

守の実務指導 
○表示画面の監視による異常検出及び原

因究明、対処方法の実務指導 
○各種定数更新手順の実務指導 
 

 

(6) ソフトコンポーネントの実施リソースの調達方法 

 ソフトコンポーネントで実施する内容には、同様のシステムの運用管理、レーダ雨

量計精度評価・定数同定及び流出解析モデルの定数同定等についての専門的な技術ノ

ウハウが必要であるため、現地のローカルリソースに適切な人材を求めることは困難

である。したがって、当該事項について経験と実績を有する受注コンサルタントが直

接実施することが適切である。なお、実施にあたってはベトナム国内の観測や解析の

現状などについて、ベトナム国内の関係機関の協力を得る。 

 また、ソフトコンポーネント担当コンサルタントの現地での活動期間中、資料収

集・整理・とりまとめ、関係機関との連絡調整及び研修の準備等を支援するため、現

地傭人として経験 10 年程度以上の技術者を一人雇用する。現地技術者は相当量の支

援業務を一人で担当し、時間のほとんどすべてをそれらにあてることになるため、コ

ンサルタントが現地機関の関係者等と日常のコミュニケーションを含む意思疎通を円

滑に行えるよう、通訳を一人雇用する。 

 

(7) ソフトコンポーネントの実施工程 

 機器引渡し前に実施するソフトコンポーネントは、HQ 曲線作成とそれをふまえた

流出解析モデルの定数初期値設定について雨期の出水期に、それ以外の項目（観測施

設の設置及びシステム構築の概成を待って行う項目）については機器の設置が完了し

試験運用を開始した時点で実施する。また、機材引渡し後の雨期（9 月～12 月）に

おけるプロジェクトで構築した観測ネットワークによる観測データに基づいて、流出

解析モデルの定数同定やレーダ雨量計定数同定にかかる OJT 型技術指導を実施する。

なお、この実施工程は基本的な予定であり、より効果的な時期に行うように工夫する。 

 ソフトコンポーネントの全体実施工程を下表に示す。 
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表 5-4 ソフトコンポーネント全体工程表（機材引渡し前後の 17 月間） 

 

(8) ソフトコンポーネントの成果品 

 ソフトコンポーネントの成果として、技術移転完了時に、下記の資料等を作成・提

出する。 

 

1) 機器・システムのトラブル発生時の対処 

 機器・システムのトラブル発生時の対処についての研修資料及び実務指導結果の

まとめ 

2) 機器・システムの点検・保守 

 機器・システムの点検・保守マニュアル、保守契約 TOR 及び実務指導結果のま

とめ  

3) 表示データの監視方法の習得 

 表示異常の検出及び対処方法についての研修資料及び実務指導結果のまとめ  

4) 水防災情報システムの運用 

「水防災情報システムを活用したダム操作マニュアル」及び実務指導結果のまとめ 
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5) リスク情報の伝達 

 情報伝達訓練の指導結果まとめ 

6) レーダ雨量計の定数同定手法の習得 

 レーダ雨量計精度評価・定数同定手順にかかる研修資料及び実務指導結果のまと

め 

7) 流出解析モデルの定数同定手法の習得 

 流出解析モデルの定数同定にかかる研修資料及び実務指導結果のまとめ 

8) HQ 曲線の作成・活用手法の習得 

 HQ 曲線作成手順にかかる研修資料及び実務指導結果のまとめ 

 

(9) ソフトコンポーネントの概略事業費 

 ソフトコンポーネントの実施に要する概略事業費（税抜き）は、下記の通りである。 

 

 ※概略事業費は、施工・調達業者契約認証まで非公表 

 

 

直接経費  

直接人件費 

間接経費 

  諸経費   

  技術経費  

千円 

千円 

千円 

千円 

千円 

合計 千円 

 

(10)ベトナム側の責務 

 本プロジェクトの完了後、ベトナム側が機器やシステムの長期的な有効活用を図っ

ていくために、下記の事項を継続的に実施すべきである。 

1) 機器・システムの定期的な点検・保守 

2) 水位観測サイトにおける出水期の流量観測に基づく HQ 式の更新とシステムへの

反映 

3) 出水期の水文観測データによる流出解析モデルの検証と（必要に応じて）モデル

パラメータの更新 

4) 地上観測雨量によるレーダ雨量計観測精度の検証と（必要に応じて）観測パラメ

ータの更新 

 これらについては、ソフトコンポーネントで実施する実務指導を通じて技術移転が

図られる。ベトナム側は、その間に必要な組織体制の構築と人材の確保を行い、実務

における活用を通じて担当者の継続的な能力向上を図る必要がある。 
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5.6 参考資料 

 

政府首相 

---------- 

ベトナム社会主義共和国 

独立 – 自由 – 幸福 

--------------- 

決定番号: 2482/QĐ-TTg ハノイ市、2015 年 12 月 30 日 

決定 

フォン川流域調整池群の操作規程の公布について 

政府首相 

2001 年 12 月 25 日発行の政府組織法に基づき、 

2012 年 6 月 21 日発行の水資源法に基づき、 

2013 年 6 月 19 日発行の自然災害防止法に基づき、 

天然資源環境大臣の提言書に基づき、以下の決定を下す。 

決定 

第 1 条 本決定に付随してフォン川流域の調整池群：Ta Trach, Huong Dien, Binh 

Dien、 A Luoi 並びに Thao Long ダムの操作規程を公布する。 

第 2 条 実施要項 

1.本決定は、公布日以降有効とする。 

2.政府首相により 2014 年 8 月 25 日に発行された洪水期のフォン川流域調整池群の操

作規程公布に関する決定 1497/QĐ-TTg を廃止する。 

3.Ta Trach において管轄機関の許可により常時満水位まで貯水された場合は、本規程

の各規定に従って操作を行う。 

4.第 1 条にて規定された各池及びダムに関する操作規程の内、本決定より以前に公布

されたものについては、本決定に適合するよう修正および補足されるものとする。 

第 3 条 次の省庁の各大臣：天然資源環境省、農業農村開発省、商工省、建設省、及び

自然災害防止中央指導委員会委員長、人民委員会委員長、トゥア・ティエン・フエ省自

然災害防止及び救命捜索委員会委員長、国家水文気象センター総取締役、各調整池管理

運営団体代表者並びに本決定の実施に際して責任を負う各関係機関。 

宛先: 

- 第三条の通り; 

- 政府首相並びに副首相  

- 救命捜索国家委員会 

- 水資源管理局 

- 水文気象予報中央センター 

- 中中部地区水文気象台 

- ベトナム電力グループ 

- Ta Trach 運営管理団体 

- HD 投資株式会社 

- Binh Dien 水力発電株式会社 

- 中部水力発電株式会社 

- トゥア・ティエン・フエ省灌漑工事開発 

一人有限会社 

- Ta Trach Bitexco 水力発電株式会社 

- 第五灌漑設備投資建設管理員会 

- 政府事務局: 大臣・事務局長, Nguyen Cao Luc 

事務局次長, 首相秘書、ガバメントポータル 総取締役, 総務部,公報; 

- 保管先:文書管理部, Department for Sectorial Economy (3 部) 

首相 

代 副首相 

 

Hoang Trung Hai 
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規程 

フォン川流域調整池群の操作について 

(2015 年 12 月 30 日発行の政府首相による決定書 2482/QĐ-TTg 内の規程に付随して公

布) 

 

第 1 章 

一般規定 

 

第 1 条 毎年フォン川流域の Ta Trach, Huong Dien, Binh Dien 並びに A Luoi は、

以下の優先順序原則に従い運営されるものとする。 

1.洪水期 

a) 調整池の各施設における絶対的安全を確保すること。Ta Trach, Huong Dien, 

Binh Dien 並びに A Luoi の水位はこの 1000 年間で小規模もしくは同程度の反復

周期性を有する洪水において観測された洪水時 高水位を超えてはならない。  

b) 下流地域への洪水軽減への寄与。 

c) 河川の 低限の水量及び下流地域の 低限の水需要の保障。 

d) 発電効果の保障。 

2.渇水期 

a) 周辺施設設備の安全確保。 

b) 河川の 低限の水量及び下流地域の 低限の水需要の保障。 

c) 発電効果の保障。 

第 2 条 本規程における洪水期及び渇水期の定義 

1. 洪水期は 9 月 1 日から 12 月 15 日まで。 

2. 渇水期は、12 月 16 日から翌年 8 月 31 日まで。 

第 3 条 各調整池の放流設備の操作  

 調整池の放流設備の操作では頭首工設備の安定を確保するため、公布済みの操作規程

を遵守しこれを実施しなければならない。 

第 4 条 各調整池の基本仕様 

1. Ta Trach 

- 洪水時 高水位： 

- 設計洪水位：  

- 常時満水位：  

- 低水位：  

- 総貯水量：  

- 有効貯水量：  

- 洪水調節容量：  

53.07 m; 

50.00 m; 

45.00 m; 

23.00 m; 

646.00 百万 m3; 

346.62 百万 m3; 

556.25 百万 m3; 

 

2. Huong Dien 

- 洪水時 高水位：  

- 設計洪水位：  

- 常時満水位：  

59.93 m; 

58.17 m; 

58.00 m; 
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- 低水位：  

- 総貯水量：  

- 有効貯水量：  

46.00 m; 

820.66 百万 m3; 

350.80 百万 m3; 

3. Binh Dien 

- 洪水時 高水位：  

- 設計洪水位：  

- 常時満水位：  

- 低水位：  

- 総貯水量：  

- 有効貯水量：  

85.96 m; 

85.16 m; 

85.00 m; 

53.00 m; 

423.68 百万 m3; 

344.39 百万 m3; 

4. A Luoi 

- 洪水時 高水位：  

- 常時満水位：  

- 低水位：  

- 総貯水量：  

- 有効貯水量：  

555.1 m; 

553.0 m; 

549.0 m; 

60.20 百万 m3; 

24.40 百万 m3; 

 

第 2 章 

洪水期の調整池操作 

第 5 条 下流低地域の洪水軽減措置における調整池操作原則 

1. 政府首相や自然災害防止中央指導委員会委員長の決定等の特別な場合を除き、

Huong Dien 並びに Binh Dien の放流設備の各バルブが、完全に開栓していない場合、

常時満水位以上洪水時 高水位までの貯水容量を使用することはできない。  

2. 下流地域のために洪水軽減措置をとる場合は、管轄機関より発行された放流設備の

開閉栓手順や方式に関する規則を遵守し、下流地域の人々の生命及び財産を脅かすよ

うな異常かつ突発的な洪水を人為的に引き起こしてはならない。 

3. 本規程の第 2 条第 1 項で規定される洪水期において、下流地域のための洪水軽減措

置をとっていない場合、本規程の第 12 条に規定される場合を除き、各調整池の水位

は表 2 で定められた洪水前の 高水位を上回ってはならない。 

4. 作業中は常に降雨・洪水などの気象情報や、各水文観測所の水位、調整池の水位及

び流量や今後の気象予報等を追跡・更新し、実際の状況に対して適切に作業、調整す

ること。 

5. 下流地域に対する洪水軽減措置の終了時には、本規程第 12 条にて規定される場合

を除いて、調整池の水位が表 2 で規定される洪水前の水位に戻さねばならない。 

第 6 条 洪水期の調整池水位操作規定 

1. 各水文観測所の警報レベルと対応する水位は表 1 に規定されている通りである。 

 

表 1. 洪水警報レベル対応水位表 

河川名称 水文観測所 
警報レベル１ 

(m) 

警報レベル２ 

(m) 

警報レベル３ 

(m) 

フォン川 Kim Long 1.0 2.0 3.5 

ボー川 Phu Oc 1.5 3.0 4.5 
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2. 洪水期の各調整池の洪水前 高水位は表 2 で規定される通りである。 

 

表 2. 洪水期の各調整池の洪水前 高水位 

調整池名称 

Ta Trach 
Huong 

Dien

Binh 

Dien
9 月 1 日から 

10 月 31 日まで 

11 月 1 日から 

12 月 15 日まで 

水位(m) 25.0 35.0 56.0 80.6

 

3. 下流地域への洪水軽減措置実施時における各調整池の洪水防止 低水位は、表 3

にて規定される通りである。 

 

表 3.  各調整池の洪水を引き起こす 低水位 

調整池名称 

Ta Trach 
Huong 

Dien

Binh 

Dien
9 月 1 日から 

10 月 31 日まで 

11 月 1 日から 

12 月 15 日まで 

水位(m) 23.0 28.5 53.5 74.5

 

第 7 条 Ta Trach 並びに Binh Dien の下流地域への洪水軽減措 

1. 洪水期における調整池操作命令の発令決定権 

a) 通常の天候の場合、第 12 条で規定される場合を除き、調整池管理運営団体の代

表者は、自発的に操作調整し、表 2 で定めた値を超過しない水位を確保すること。 

b) 第 2 項で規定される各種の気象現象もしくは第 3，4，5 項で規定されるような降

雨及び洪水が確認された場合、トゥア・ティエン・フエ省自然災害防止及び救命捜

索委員会委員長は各調整池の操作を取り決めること。 

2. 洪水に備えた水位低下操作 

 国家水文気象センターより、緊急の台風、沿海熱帯低気圧もしくは各種大雨洪水を

もたらす気象現象の予報が出され、且つ 24 時間から 長 48 時間の間で、フォン川

流域の各地域に直接的な影響が懸念される場合、各調整池に対し以下の操作を行う。 

a) 表 3 で規定する値より水位が高い場合、トゥア・ティエン・フエ省自然災害防止

及び救命捜索委員会委員長は各調整池に対し、以下の操作を決定する。 

- Kim Long 水文観測所において 1.7m 以上且つ警報レベル 2 の水位未満の水位が

観測された場合、調整池の放流量が流入量と同量になるよう調整操作を行い、現

状水位を維持すること。 

- Kim Long 水文観測所の観測水位が 1.7m 以下であった場合、調整池の放流量が

流入量を上回るよう調整操作を行い、水位を低下させるが、表 3 で規定された値

を下回らないこと。 

 作業過程で、同水文観測所において、1.7m 以上且つ警報レベル 2 の水位未満

の水位が観測された場合、調整池の放流量と流入量が同量になるよう調節操作を

行い、現状水位を維持すること。 

b) 表 3 の規定値に対して水位が低い場合、調整池管理者は流量調節操作を行うこと
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が認められるが、表 3 に規定された水位値を上回ってはいけない。 

c) 本項 a)並びに b)の規定従い作業する過程で、国家水文気象センターの気象予報

情報に基づき、降雨及び洪水を引き起こすような気象兆候が確認され、且つフォン

川流域の各地域に直接的な影響を及ぼすおそれがない場合、調整池管理者は表 2 で

規定される値となるよう徐々に水位調整を行うことが認められる。 

3. 洪水に備えるため、第 2 項の a), b) の規定に従って調整池の水位調節操作を終了

したものの、第 4 項で規定される洪水軽減措置を行うための条件が整っていない場合、

調整池の流入量と放流量が同量になるように調節操作を行い、現状水位を維持すると

ともに、トゥア・ティエン・フエ省自然災害防止及び救命捜索委員会委員長の指令が

あった場合は下流地域への洪水軽減措置体制への移行準備をすること。 

4. 下流地域への洪水軽減措置 

a) Kim Long 水文観測所での観測水位が警報レベル 2 を上回る場合、下流地域への

洪水軽減を目的としてトゥア・ティエン・フエ省自然災害防止及び救命捜索委員会

委員長により放流量を流入量より減らす調整措置が決定されるが、Binh Dien につ

いては常時満水位を、Ta Trach については設計洪水位を超えてはならない。 

b) Binh Dien の水位が常時満水位に、Ta Trach の水位が設計洪水位にそれぞれ達

した場合、調整池の流入量と放流量が同量になるよう調整操作を行う。 

5. 洪水前 高水位へ戻す貯水位調整操作 

a) Kim Long 水文観測所での観測水位が警報レベル 1 を下回った場合、トゥア・テ

ィエン・フエ省自然災害防止及び救命捜索委員会委員長は、表 2 に規定される水位

に戻すため 24 時間以上 72 時間を上限として、調整池の放流量が流入量を上回るよ

う調整操作を行う。 

b) 作業過程で、Kim Long 水文観測所での観測水位が 1.7m に達した場合、調整操作

を行い、現状水位を維持すること。 

6. 非常事態における Ta Trach 及び Binh Dien の操作については、トゥア・ティエ

ン・フエ省人民委員会委員長がこれを決定する。 

第 8 条 Huong Dien の下流地域への洪水軽減措置 

1. 洪水期の調整池操作措置命令の発令決定権 

a) 通常の天候の場合、第 12 条で規定される場合を除き、調整池管理運営団体の代

表者は、自発的に操作調整し、表 2 で定めた値を超過しない水位を確保すること 

b) 第 2 項で規定される各種の気象現象もしくは第 3，4，5 項で規定されるような降

雨及び洪水が確認された場合、トゥア・ティエン・フエ省自然災害防止及び救命捜

索委員会委員長は各調整池の操作を決定すること。 

2. 洪水に備えた水位低下操作 

 国家水文気象センターより、緊急の台風、沿海熱帯低気圧もしくは各種大雨洪水

をもたらす気象現象の予報が出され、且つ 24 時間から 長 48 時間の間で、フォン

川流域の各地域に直接的な影響が懸念される場合、各調整池に対し以下の操作を行

う。 

a) 表 3 で規定する値より水位が高い場合、トゥア・ティエン・フエ省自然災害防止

及び救命捜索委員会委員長は各調整池に対し、以下の操作を決定する。 
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- Phu Oc 水文観測所の観測水位が 2.7m 以上で警報レベル 2 以下である場合、ま

たは Kim Long 水文観測所の観測水位が 1.7m 以上で警報レベル 2 以下である場

合は、調整池の流入量と放流量が同量になるよう調整操作を行い、現状水位を維

持すること。 

- Phu Oc 水文観測所の観測水位が 2.7m 以下であり、Kim Long 水文観測所の観測

水位が 1.7m 以下である場合は、水位低下を目的として調整池の放流量が流入量

を上回るよう調整操作を行うが、表 3 で規定する値を下回らないこと。作業過

程で、Phu Oc 水文観測所の観測水位が 2.7m を超過し、警報レベル 2 以下であ

る場合、または Kim Long 水文観測所の観測水位が 1.7m を超過し、警報レベル

2 以下である場合は、調整池の流入量と放流量が同量になるよう調整操作を行い、

現状水位を維持すること。 

b) 表 3 で規定される値を貯水位が下回る場合、各調整池管理者は流量調節操作を行

うことが認められるが、表 3 に規定される値を上回ってはいけない。 

c) 本項 a)及び b)の規定に従い作業を行う過程で、国家水文気象センターの気象予

報情報に基づき、降雨及び洪水を引き起こすような気象兆候が確認され、且つフォ

ン川流域の各地域に直接的な影響を及ぼすおそれがない場合、調整池管理者は表 2

で規定される値となるよう徐々に水位調整を行うことが認められる。 

3. 洪水に備えるため、第 2 項の a), b) の規定に従って調整池の水位調節操作を終了

したものの、第 4 項で規定される洪水軽減措置を行うための条件が整っていない場

合、調整池の流入量と放流量が同量になるように調節操作を行い、現状水位を維持す

るとともに、トゥア・ティエン・フエ省自然災害防止及び救命捜索委員会委員長の指

令があった場合は下流地域への洪水軽減措置体制への移行準備をすること。 

4. 下流地域への洪水軽減措置 

a) Kim Long 水文観測所もしくは Kim Long 水文観測所における観測水位が警報レ

ベル 2 を上回る場合、下流地域への洪水軽減を目的としてトゥア・ティエン・フ

エ省自然災害防止及び救命捜索委員会委員長により放流量を流入量より減らす調整

措置が決定されるが、常時満水位を超過してはならない。 

b)調整池水位が常時満水位に到達した場合は、流入量と放流量を同量にする調整操

作を行うこと。 

5.洪水前 高水位へ戻す貯水位調整操作 

a) Phu Oc 水文観測所並びに Kim Long 水文観測所での観測水位が警報レベル 1 を下

回った場合、トゥア・ティエン・フエ省自然災害防止及び救命捜索委員会委員長は、

表 2 に規定される水位に戻すため 24 時間以上 72 時間を上限として、調整池の放

流量が流入量を上回るよう調整操作を行う。 

b) 作業過程のおいて Phu Oc 水文観測所の観測水位が 2.7m に到達、もしくは Kim 

Long 水文観測所の観測水位が 1.7m に到達した場合は、調整池の現状水位を維持

するよう調整措置をとること。 

6. 非常事態における Huong Dien の操作については、トゥア・ティエン・フエ省人民

委員会委員長がこれを決定する。 

第 9 条 低流量の維持と Thao Long ダムの操作 
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1. 本規程の第 7 条並びに第 8 条で規定される下流地域への洪水軽減を目的とした調

整池操作の作業中は、Thao Long ダムの全ての水門を完全開放しなければならない。 

2. 下流地域への洪水軽減操作を実施しない場合、Ta Trach ではフォン川下流域に

向かって連続的に放水操作を行うが、その際の放流量は 4.6 m3/s を下回らないこ

と。トゥア・ティエン・フエ省人民委員会委員長の指示があった場合、各調整池は

指示内容に従い下流域への放水操作を行うこと。 

第 10 条 施設設備の安全を確保する調整池操作 

 Huong Dien 並びに Binh Dien において貯水位が常時満水位に達した場合、又、Ta 

Trach において貯水位が設計洪水位に達した場合で、さらに引き続き洪水起こり水位が

上昇し施設設備の安全に影響が及ぶ場合、管轄機関が公布する操作規程に従い、施設設

備の安全保護措置を実施すること。 

第 11 条 本規程の第 2 条第 1 項で規定される洪水期以外で、国家水文気象センターもし

くは各直属組織により大規模な洪水警報が出された場合、もしくは事前の予報なく調整

池に大規模な流入が確認された場合、トゥア・ティエン・フエ省自然災害防止及び救命

捜索委員会委員長は本規程に従い、Ta Trach、Huong Dien 並びに Binh Dien の調整

池操作を決定すること。  

第 12 条 洪水期末の貯水 

1. 水文及び気象状況の変化の傾向に基づき、毎年 11 月 15 日から 12 月 15 日まで、国

家水文気象センターは、該当流域に大雨をもたらす気象兆候が観測されない場合、

Huong Dien 及び Binh Dien 管理者に対して、自主的に水位を常時満水位まで上昇さ

せるよう、優先的に貯水許可を出す。 

 Ta Trach については、トゥア・ティエン・フエ省自然災害防止及び救命捜索委員

会委員長がこれを判断し、水位を常時満水位まで上昇させるよう貯水決定を下すこと。 

2. 第 1 項の規定に従い貯水している期間において、国家水文気象センターより、緊急

の台風、沿海熱帯低気圧もしくは各種大雨洪水をもたらす気象現象の予報が出され、

且つ 24 時間から 長 48 時間の間で、フォン川流域の各地域に直接的な影響が懸念

される場合、トゥア・ティエン・フエ省自然災害防止及び救命捜索委員会委員長は各

調整池に対し、以下に記す調整池操作を決定する。 

a) 本規程第 7 条、第 2 項において規定される Ta Trach 並びに Binh Dien の洪水に

備えた水位低下措置の決定。その場合は表 2 で規定された水位を下回らないこと。

また、本規程第 7 条の第 3 項及び第 4 項において規定される下流地域に対する洪水

軽減措置の決定。 

b) 本規程第 8 条、第 2 項において規定される Huong Dien の洪水に備えた水位低下

措置の決定。その場合は表 2 で規定された水位を下回らないこと。また、本規程第

8 条の第 3 項及び第 4 項において規定される下流地域に対する洪水軽減措置の決定。 

c) 本項 a)及び b)の規定に従い作業を行う過程で、国家水文気象センターの気象予

報に基づき、降雨及び洪水を引き起こすような気象兆候が確認され、且つフォン川

流域の各地域に直接的な影響を及ぼすおそれがない場合、第 1 項の規定に従い、各

調整池において貯水操作が認められる。 

3. 下流地域に対する洪水軽減措置が終了し、第 2 項同様、引き続き国家水文気象セン



5-153 

 

ターによる気象警報が確認されない場合、第 1 項の規定に従い、各調整池において貯

水操作が認められる。 

 

第 3 章 

渇水期の調整池操作 

第 13 条 渇水期の調整池操作原則 

1. Ta Trach、Huong Dien、Binh Dien、A Luoi 並びに Thao Long ダムでは、水資

源の利用、排水、洪水防止などの需要を満たすべく Thao Long ダム上流域の水位

を維持しながら作業する必要がある。 

2. 調整池作業は渇水期中の取水利用の時期に従い、10 日間行われるものとする。 

3. 各調整池の操作中は、操作時点の貯水位と続く 10 日間における平均流入量予測

に基づき、調整池水位が本規程付録 3 で規定される各時点での貯水位を下回らない

よう操作調節を行うこと。 

第 14 条 渇水期の調整池操作時期 

1. 使用水量増加時期：2 月 15 日から 3 月 31 日まで、5 月 15 日から 7 月 31 日まで 

2. 使用水量通常時：上記時期を除いた残りの期間 

第 15 条 使用水量増加時期の Ta Trach、Huong Dien 並びに Binh Dien の操作 

 各調整池の毎日の操作は以下の通り: 

1. Ta Trach ではフォン川下流域に向かって連続的に放水操作を行い、放流量は 4,6 

m3/s 以上、1 日平均 20 m3/s 以上の総放流量を確保すること。 

2. Huong Dien の下流域への放水操作では 1 日平均 20 m3/s 以上の総放流量を確保

すること。 

3. Binh Dien の下流域への放水操作では 1 日平均 15 m3/s 以上の総放流量を確保す

ること。  

第 16 条 使用水量通常時期の Ta Trach、Huong Dien 並びに Binh Dien の操作 

 各調整池の毎日の操作は以下の通り: 

1.Ta Trach ではフォン川下流域に向かって連続的に放水操作を行い、放流量は 4,6 

m3/s 以上、1 日平均 15 m3/s 以上の総放流量を確保すること。 

2.Huong Dien の下流域への放水操作では 1 日平均 15 m3/s 以上の総放流量を確保する

こと。 

3.Binh Dien の下流域への放水操作では 1 日平均 12 m3/s 以上の総放流量を確保する

こと。 

第 17 条 渇水期における A Luoi の調整池操作 

 A Luoi ではダムを通過して A Sap 川下流域に向けて連続的に放流操作を行うが、そ

の際の放流量は 1,42 m3/s を下回ってはいけない。又 Huong Dien の貯水量を補完する

ために Bo 川下流域にも放流を行う。 

第 18 条 渇水期の Thao Long ダムの操作 

 Thao Long ダムでは毎日の調節操作により以下の水位を維持・確保すること。 

1. 12 月 16 日より翌年 1 月 10 日までは 0.1m から 0.25m 

2. 次の期間中は 0.2m から 0.4m：1 月 11 日以降 2 月 14 日まで、4 月 1 日以降 5 月 14



5-154 

 

日まで、8 月 1 日以降 8 月 31 日まで 

3. 2 月 15 日以降 3 月 31 日までは 0.3m から 0.4m 

4. 5 月 15 日以降 7 月 31 日までは 0.3m から 0.5m 

第 19 条 本規程の第 15 条、第 16 条並びに第 18 条の規程に従い作業を行う過程で、

Thao Long ダム下流域の水産資源の育成のため一定の塩分濃度を確保する必要がある場

合、フォン川下流域に冠水のおそれが無いように堤防の安全を確保する必要がある場合、

もしくは大潮時において Thao Long ダムの貯水位を維持する必要がある場合は、各調

整池・ダムの流量及び操作時間の調整について、トゥア・ティエン・フエ省人民委員会

委員長がこれを決定する。 

第 20 条 渇水期の調整池貯水位の確保 

1.本規程の第 15 条並びに第 16 条の規程に従い作業を行う際、本規程の付録 3 で規定

される期間において規定値を下回らないよう貯水量を確保しなければならない。 

2.付録 3 の規定に相当する期間において規定の貯水量が確保できない場合、続く 10 日

間の流量予測に基づき、天然資源環境大臣の指揮の下、トゥア・ティエン・フエ省人

民委員会及び各関連組織・機関との連携により調整池の流量及び操作時間を調整し、

続く期間において貯水量が規定値を下回ることのないよう努めること。 

3.渇水期初頭において各調整池の貯水位が付録 3 の規定値に達しない場合、天然資源

環境大臣の指揮の下、トゥア・ティエン・フエ省人民委員会及び各関連組織・機関と

の連携により、遅くとも 2 月 1 日までに貯水量が付録 3 の規定値に到達するように調

整池操作を決定すること。 

 

第 4 章 

調整池操作の実施及び情報提供と報告に関する義務 

第 21 条 トゥア・ティエン・フエ省自然災害防止及び救命捜索委員会委員長の義務 

1. 洪水期について 

a.常任組織を構成して 降雨及び洪水状況の変化を注視し、本規程の第 7 条、第 8 条、

第 9 条、第 11 条及び第 12 条の規定に従って調整池の調整案を決議し、操作命令

を出さなければならない。 本規程の第 7 条、第 8 条、第 9 条、第 11 条及び第 12

条に規定される操作命令に関して、緊急及び非常事態を除き、少なくとも 初の放

流の 4 時間前にこれを発令しなければならない。 

b. 調整池操作命令の発令や洪水対策の実行指揮、並びに放流作業時の下流域住民の

安全に関する各状況の処置に対して、これを検査・監督すること。 

c. 調整池操作命令の発令時は、調整池操作により洪水及び冠水の影響を受ける可能

性がある各該当地域の県(huy  n)相当の自然災害防止及び救命捜索委員会委員長に

対して、速やかにこれを通報すること。同時に、中中部地区水文気象台並びに中央

水文気象予報センターに通報を行うほか、トゥア・ティエン・フエ省人民委員会委

員長に対しこれを報告せねばならない。 

d. 非常事態発生時には、自然災害防止中央指導委員会委員長並びにトゥア・ティエ

ン・フエ省人民委員会委員長に報告し、時間内に間に合うよう対策を講じなければ

ならない。 
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e. トゥア・ティエン・フエ省自然災害防止及び救命捜索委員会より調整池操作要請

の通報を受けた場合、各県の自然災害防止及び救命捜索委員会委員長は、影響を受

ける可能性がある各該当地域の村(xã)相当の人民委員会委員長に対し速やかにこれ

を通報し、同時に状況に応じた洪水・冠水被害防止対策の実行を指揮しなければな

らない。各村(xã)の人民委員会委員長は、住民に知らせるべく通報体制を整えると

ともに、対応策を実行する義務を負う。 

f. Ta Trach、Huong Dien 並びに Binh Dien の調整池操作命令の発令および調整に

関する各種命令、通報、指揮、提言及び情報交換の際は、本項の a), b), c), d) 

及び đ)において規定される各関連機関において書面化し、Fax もしくはコンピュ

ーターネットワークを用いて送信するか、電話等により直接読み上げること。報告

後は経過の追跡・対照・保管のため、上記の関連機関に対し書面原本を送付しなけ

ればならない。 

2. 渇水期について 

 本規程で規定される洪水期以外で Ta Trach、Huong Dien 並びに Binh Dien で大

規模な降雨・洪水が確認された場合の調整池操作について、以下の通り決定する。 

第 22 条 トゥア・ティエン・フエ省人民委員会委員長の義務 

1. 各地方の各種マスメディアや放送システムを通じて、本規程の情報の整理、広報、

公開説明を行い、該当地域の各機関ならびに住民の理解を促し、洪水・冠水に対して

自発的な予防、処置、被害拡大防止を促すとともに、水資源の効果的な活用を目的と

して、各調整池の運用体制に適合した生産計画や灌漑利用計画を立てさせること。 

2. 各調整池運営管理団体が本規程を実行するにあたり、検査及び監査指導に努めるこ

と。 

3. 洪水・冠水の予防策の自発的立案並びに、洪水・冠水の各種状況における対応策の

実行・実施について指揮すること。本規程第 7 条第 6 項並びに第 8 条第 6 項で規定さ

れる非常事態において、Ta Trach、Huong Dien 及び Binh Dien における作業を取

り決めること。同時に、地域住民の安全確保並びに被害拡大防止対策の実行を指導す

ること。 

4. Ta Trach の管理運営団体を指導し、次の安全確保対策の実行に努めること。本規

程第 31 条、32 条及び 33 条の規定に従い観測・予報体制を実現し、各関連機関、組

織に対し各種データ・情報を提供するよう指導すること。本規程に則った正しい調整

池操作を実施できるよう、これを指導すること。 

5. Ta Trach の頭首工設備の安全確保を目的とした緊急放流実施の際は、事前に政府

首相及び自然災害防止中央指導委員会委員長に報告を行い、下流域の冠水対策につい

て指導を仰ぐこと。 

6. トゥア・ティエン・フエ灌漑設備開発管理 1 人有限責任会社(これ以降、トゥア・

ティエン・フエ省灌漑工事開発一人有限会社と呼ぶ。)並びに地域の利水開発施設の

管理運営団体を指導し、本規程で規定される調整池及びダムの運転スケジュールや時

間に適した取水を実施すること。 

7. 各地方自治体に対して、本規程内容に適した灌漑計画の立案を指導すること。 

8. 旱魃ならびに深刻な水不足または異例の水需要が発生した場合、必要に応じて各調
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整池の死水容量分の水利用も含めた計画および方策を立案して天然資源環境大臣に送

達し、下流地域への調整池放流量の調節指導について見解を統一させること。 

9. Ta Trach、Huong Dien、Binh Dien 並びに Thao Long ダムの管理運営団体に対し、

本規程第 19 条の規定に従い流量や操作時間の調節について指導を行うこと。 

10. Ta Trach 管理者に対し、放流操作時の監視カメラ設置及び自然災害防止中央指導

委員会、トゥア・ティエン・フエ省自然災害防止及び救命捜索委員会、天然資源環境

省、商工省、ベトナム電力グループ、水資源管理局、電力調整局に対する画像情報の

伝達について指導すること。また、規定の調整池放流操作のオンライン自動監視シス

テムの設置及び建設計画について、これを指導すること。 

第 23 条 洪水期における自然災害防止中央指導委員会委員長の義務 

1. 洪水・冠水の発生において地方自治体では対処しきれない場合、警報発令の決定及

び下流域への対応措置の実施にあたり、これを指導すること。 

2. 非常事態の発生もしくは、頭首工設備の安全確保を目的とした緊急放流の場合、対

処方法を提案及び政府首相への報告をおこなうこと。 

3. 本規程第 5 条第 1 項で規定される特殊な状況における調整池操作について、これを

決定すること。 

第 24 条 商工大臣の義務 

1. HD 投資株式会社、Binh Dien 水力発電株式会社並びに中部水力発電株式会社を指導

し、Huong Dien、Binh Dien、A Luoi の安全確保に努めること。 

2. HD 投資株式会社、Binh Dien 水力発電株式会社並びに中部水力発電株式会社に対し

て、本規程に従い、下流域に対する洪水軽減措置並びに水量調節操作を行うよう、指

導・催促すること。本規程第 31 条、32 条及び 33 条の規定に従い観測・予報体制を

実現し、各関連機関、組織に対し各種データ・情報を提供するよう指導・催促するこ

と。調整池の水力発電の放流操作を実施する際、下流域の地域住民世帯が各種合図を

確認できるような警報システム及び情報システムの設置について、これを指導・催促

すること。 

3. ベトナム電力グループ並びに国家給電指令センターに対して、本規程に則った下流

地域への洪水軽減措置の実施期間中において、Huong Dien 並びに Binh Dien 水力発

電所から 大量の電力を調達するよう、これを指導すること。各水力発電所の電力を

調達する上で、本規程に則った渇水期間における各調整池の運転時期や時間に適した

調達計画を立案し、調整できるように指導すること。 

4. Huong Dien 並びに Binh Dien の頭首工設備の安全確保を目的とした緊急放流の実

施の際には、事前に政府首相及び自然災害防止中央指導委員会委員長に報告を行い、

下流域の冠水対策について指導を仰ぐこと。 

5. Huong Dien、Binh Dien 並びに A Luoi の各管理者に対し、放流操作時の監視カメ

ラ設置及び自然災害防止中央指導委員会、トゥア・ティエン・フエ省自然災害防止及

び救命捜索委員会、天然資源環境省、商工省、ベトナム電力グループ、水資源管理局、

電力調整局に対する画像情報の伝達について指導すること。また、規定の調整池放流

操作のオンライン自動監視システムの設置及び建設計画について、これを指導するこ

と。 
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第 25 条 農業農村開発大臣の業務 

1. 洪水期について 

a) 関連する灌漑施設の安全確保の指導義務。 

b) フォン川流域の灌漑施設における非常事態発生時の対処法の決定、並びに政府首

相及び自然災害防止中央指導委員会委員長への報告義務。 

2.渇水期について 

a) トゥア・ティエン・フエ省における灌漑設備の管理運営団体に対して、調整池放

流時に水利用が可能な状態を整えるため、又水資源の浪費を防ぐために各灌漑用設

備の点検・検査を行うよう、指導すること。 

b) 必要時は、水源の供給能力に応じて各自治体並びに関連組織が自発的に農業用利

水計画を調整できるよう指導すること。 

第 26 条 天然資源環境大臣の義務 

1. 本規程を公表するとともに、実行手順を案内すること。水資源管理局を始め、本規

程に従い調整池操作の監査・検査を実施する各機関を指導すること。 

2. 本規程第 31 条、32 条及び 33 条の規定に従い制度に準じた観測・予報・警報業務

を実行し、各種データ・情報を提供できるよう国家水文気象センターを指導すること。 

3. 渇水時に、各調整池において本規程に準じた操作が行えない場合、下流域への水量

調節や対処法について、トゥア・ティエン・フエ省人民委員会及び関連機関を指揮し、

協力してこれを統一させること。死水容量の取水業務についても、必要が生じた場合

はこれを含む。 

4. 本規程第 20 条第 2 項及び第 3 項の規則に従い各関連機関や組織を指揮し、協力し

ながら、流量や操作時間の調節について取り決めること。 

5. 必要に応じて、マルチリザーバーの作業手順の改訂を PM に提出すること。 

第 27 条 各関連省庁大臣の義務 

 任務、権限の範囲において以下の責務を負う。 

1. 管轄下の各利水用施設の安全並びに、水資源利用や開発時における各作業の安全を

確保できるよう、これを指導すること。 

2. 洪水被害に対する対処法の構築及び本規程内容に則した水利用計画の立案にあたり、

直属の各組織並びに関連機関を指導すること。 

第 28 条 Ta Trach、Huong Dien、Binh Dien 及び A Luoi 池の管理運営団体の義務 

1. 本規程規則に従い調整池操作を実行すること。 

2. 本規程第 31 条、32 条及び 33 条の規定に従い観測・予報方式を実現し、各関連機関、

組織に対し各種データ・情報を提供できるよう、気象状況並びに水文状況を追跡する

こと。 

3. 放流操作時の監視カメラ設置及び自然災害防止中央指導委員会、トゥア・ティエ

ン・フエ省自然災害防止及び救命捜索委員会、天然資源環境省、商工省、ベトナム電

力グループ、水資源管理局、電力調整局に対する画像情報の伝達について指導するこ

と。また、規定の調整池放流操作の監視について、オンライン自動監視システムの設

置及び建設計画の立案について、これを指導すること。 

4. 洪水期について 
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a) 操作命令の実行に関する義務は以下の通り規定される： 

- Ta Trach、Huong Dien 並びに Binh Dien の各管理運営団体代表者は、トゥ

ア・ティエン・フエ省自然災害防止及び救命捜索委員会委員長の調整池操作命令

を実行する義務を負う。 

- 非常事態の発生時や操作命令通りに実行できなかった場合、調整池管理運営団

体代表者は操作命令の発令者に対して速やかに報告せねばならない。 

- 連絡手段が絶たれた場合、または管轄機関の操作命令を受信できない場合やそ

の他非常事態が発生した場合、調整池管理運営団体代表者は本規程に従い操作命

令を取り決めるとともに、自発的に速やかに各種対応策を実行すること。 

b) 放流口の操作実施にあたり、各調整池の管理運営団体代表者はトゥア・ティエ

ン・フエ省自然災害防止及び救命捜索委員会委員長、中央水文気象予報センター、

中中部地区水文気象台に対して、速やかにこれを通知せねばならない。 

c) 本規程第 10 条に従い、調整池操作実施時の各施設の安全確保に努めること。調

整池操作時は各施設の安全を確保するため、自然災害防止中央指導委員会並びにト

ゥア・ティエン・フエ省自然災害防止及び救命捜索委員会委員長に対し、速やかに

これを報告せねばならない。 

d) 本項の b)、c)で規定する各機関に対して報告をおこなう際は、Fax による送信も

しくはコンピューターネットワーク利用による転送、または電話や無線通信(ICOM)

を用いて直接読み上げること。報告後は経過の追跡・対照・保管のため、上記の関

連機関に対し書面原本を送付しなければならない。 

5. 洪水期について 

a) 事故発生時もしくは旱魃や渇水の発生時において本規程に則った調整池操作の実

施が保証できない場合、各調整池の管理運営団体代表者は対処法を提案し、下流地

域に対する水量調節案を統一するべく、これを天然資源環境省並びにトゥア・ティ

エン・フエ省人民委員会に報告せねばならない。 

b) 本規程第 31 条に則した観測、予報方式を実現し、各種データ・情報を提供するこ

と。 

第 29 条 Thao Long ダム管理運営団体代表者の義務 

1. 本規程に則り Thao Long ダムの操作を行うこと。 

2. 本規程第 33 条に則した観測、予報方式を実現し、各種データ・情報を提供するこ

と。 

3. 事故発生時もしくは旱魃や渇水の発生時において本規程に則った操作を保証できな

い場合、管理運営団体代表者は対処法を提案し、各調整池に対して実施する下流地域

への放流量調節指導において指導内容を統一するため、これを天然資源環境省並びに

トゥア・ティエン・フエ省人民委員会に報告せねばならない。 

第 30 条 各施設の安全に対する義務 

1. Ta Trach、Huong Dien 及び Binh Dien に対する洪水調整操作命令の発令おいて、

本規程規則への違反によって、頭首工設備・各灌漑設備システム・下流域の交通網や

市民生活の安全が脅かされた場合、操作命令発令者はこの法的責任を取らなければな

らない。 
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2. 操作命令の実行ミスにより、頭首工設備・各灌漑設備システム・下流域の交通網や

市民生活の安全が脅かされた場合、調整池管理運営団体の代表者はこの法的責任を取

らなければならない。 

3. 施設設備の作業工程中に頭首工設備にて事故発生の危険性が確認され、即座に調整

が要請される場合、関係する各調整池の管理運営団体代表者は、Ta Trach の場合は

トゥア・ティエン・フエ省人民委員会委員長に対して、Huong Dien 並びに Binh 

Dien の場合は商工省、ベトナム電力グループ、国家給電指令センターに対して、こ

れに対処するため、事故の報告及び対応策を提案する義務を負う。同時に、下流域の

洪水防止業務を指導できるよう、自然災害防止中央指導委員会並びにトゥア・ティエ

ン・フエ省自然災害防止及び救命捜索委員会委員長に対してもこれを報告すること。 

4. 下流地域の灌漑設備において事故発生が確認された場合、トゥア・ティエン・フエ

省人民委員会はこれに対処するため、農業農村開発省に事故の報告および対応策を提

案する義務を負う。同時に自然災害防止中央指導委員会にも報告すること。 

5. 規定に従い、毎年洪水期前に総合点検を実施すること。各調整池の管理運営団体代

表者は各付属設備や施設項目の検査を実施するとともに、規定の業務体制に従い操作

を行えるよう修理する義務を負う。また自然災害防止中央指導委員会、トゥア・ティ

エン・フエ省自然災害防止及び救命捜索委員会委員長並びに下記の機関に対してこれ

を報告し、監督、指導を仰ぐこと。 

a) Huong Dien 並びに Binh Dien は、商工省及びベトナム電力グループにこれを報

告すること。 

b) Ta Trach はトゥア・ティエン・フエ省人民委員会にこれを報告すること。 

6. 施設設備で事故が発生した場合、もしくは 8 月 31 日時点までに各付属設備の修理

が完了しない場合、調整池管理運営団体代表者は第 5 項で規定された各関連機関に対

し、対処に関して指導を仰ぐべくこれを報告せねばならない。 

第 31 条 洪水期の観測体制及び予報方式 

1. 通常の天候状況において第 2 項で規定される降雨や洪水をもたらす気象現象が未だ

確認されない場合、各機関、団体は以下の通り観測・予報方式を実現すること。 

a) 中央水文気象予報センターは毎日 11 時に 1 回、Kim Long、Phu Oc 各観測所にて

気象予報を行うこと。 

b) 中中部地区水文気象台は毎日 11 時に 1 回、Kim Long、Phu Oc 各観測所にて気象

予報を行うこと。 

c) Ta Trach 管理運営団体、HD 投資株式会社並びに Binh Dien 水力発電株式会社は

毎日、以下の観測予報業務を実施すること。 

- 少なくとも 1 日 4 回、1 時、7 時、13 時、19 時の各時点において、調整池の

貯水位と流入量、ダム放流口と発電所の通過流量について、これを観測、計測

すること。 

- 10 時前 1 回、予報通知を行うこと。通知内容は次の内容を含まなければなら

ない。作成時点ならびに 6 時、12 時、18 時及び深夜 24 時の各時点における

調整池の流入量と貯水位、6 時、12 時、18 時及び深夜 24 時の各時点における

放流量の予測総量。 



5-160 

 

2. 緊急の台風や沿海熱帯低気圧もしくは各種大雨洪水をもたらす気象現象の予報が出

され、フォン川流域の各地域に直接的な影響が懸念される場合、各機関、組織は以下

に記す観測・予報方式をとり、洪水収拾時までこれを維持すること。 

a) 中央水文気象予報センター 

- 各種気象予報及び気象警報を通知すること。予報及び警報の実施頻度について

は、2014 年 8 月 15 日発行の政府首相による自然災害時の予報警報に関する決定

46/2014/QĐ-TTg (以降、46 決定と呼ぶ。) に従うこと。 

- 規定に従い、フォン川水系に属する各水文気象観測所における降雨や水位の観

測データの収集を行うこと。 

- Kim Long、Phu Oc の各観測所において、緊急の洪水や冠水予報を行うこと。

予報実施頻度は、46 決定の規定内容に従うこと。 

b) 中中部地区水文気象台 

- Kim Long、Phu Oc の各観測所において洪水警報を発令すること。予報実施頻

度は、46 決定の規定内容に従うこと。 

- フォン川水系に属し管理責任を有する各水文気象観測所における降雨や水位の

観測データの収集を行い、電報業務についてこれを決めること。 

-  Kim Long、Phu Oc の各観測所における水位や洪水情報、緊急洪水情報の予報

を実施すること。予報実施頻度は、46 決定の規定内容に従うこと。 

-  Kim Long 水文観測所の観測水位が 1.7m、 Phu Oc 水文観測所の観測水位が

2.7m に到達し共に警報レベル 2 に達する時刻を確認、予報し、その経過を観察

すること。 

c) Ta Trach 管理団体、HD 投資株式会社並びに Binh Dien 水力発電株式会社は以下

に記す観測、予報業務を実施すること。 

- 少なくとも 15 分毎に 1 回、調整池の貯水位と流入量、ダム放流口と発電所の

通過流量を観測、計測すること。 

- 定期的に 3 時間に一度、調整池の洪水予報を通知すること。予報内容は以下の

情報を含むこと。予報時点及び 6 時、12 時、18 時、深夜 24 時の各時点におけ

る調整池の貯水量と流量。6 時、12 時、18 時、深夜 24 時の各時点における放流

量の予測総量。また、調整池の洪水時における 大流入量出現時刻の予報情報を

必ず含むこと。 

3. 中央水文気象予報センターは毎年 11 月 15 日より以前に、水文及び気象状況の変化

傾向を判断し、情報を提供するほか、本規程の第 12 条に従った各調整池の操作業務

の調整に役立つように、およそ 11 月 15 日から 12 月 15 日までの洪水の可能性につ

いても情報提供を行うこと。 

第 32 条 洪水期の情報提供並びに報告義務 

1. 通常の天候状況において、降雨や洪水をもたらす気象現象が未だ確認されない場合、

各機関、団体は以下の通り観測・予報業務を行うこと。 

a) 中央水文気象予報センターは、本規程第 31 条、第 1 項 a)の規定に則り毎日 12

時より以前に自然災害防止中央指導委員会に対し、情報提供を行うこと。 

b) 中中部地区水文気象台は毎日 12 時より以前に、トゥア・ティエン・フエ省自
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然災害防止及び救命捜索委員会、Ta Trach 管理運営団体、HD 投資株式会社、

Binh Dien 水力発電株式会社並びに中部水力発電株式会社に対して、本規程第

31 条、第 1 項 b)に規定される気象予報の提供を行うこと。 

c) Ta Trach 管理団体、HD 投資株式会社並びに Binh Dien 水力発電株式会社は、気

象予報情報及び本規程第 31 条、第 1 項 c)で規定される各種観測・計測データにつ

いて、トゥア・ティエン・フエ省自然災害防止及び救命捜索委員会、国家給電指令

センター、中央水文気象予報センター並びに中中部地区水文気象台に対して、毎日

10 時より以前にこれらの情報を提供せねばならない。 

2. 緊急の台風や沿海熱帯低気圧もしくは各種大雨洪水をもたらす気象現象の予報が出

され、フォン川流域の各地域に直接的な影響が懸念される場合、各機関、組織は以下

に記すデータ及び情報を提供せねばならない。 

a) 中央水文気象予報センターは、本規程第 31 条、第 2 項 a)で規定される各種デー

タ、気象予報、気象警報情報について、自然災害防止中央指導委員会、農業農村開

発省、商工省、ベトナム電力グループに対し、速やかに、また連続してこれを提供

せねばならない。 

b) 中中部地区水文気象台は、本規程第 31 条、第 2 項 b)で規定される各種データ、

気象予報、気象警報情報について、トゥア・ティエン・フエ省自然災害防止及び救

命捜索委員会、Ta Trach 管理運営団体、HD 投資株式会社並びに Binh Dien 水力

発電株式会社に対し、速やかに、また連続してこれを提供せねばならない。 

 Kim Long 水文観測所の観測水位が 1.7m に到達し警報レベル 2 である場合、又

Phu Oc 水文観測所の観測水位が 2.7m に到達し警報レベル 2 である場合は、トゥ

ア・ティエン・フエ省自然災害防止及び救命捜索委員会、Ta Trach 管理運営団体、

HD 投資株式会社並びに Binh Dien 水力発電株式会社に対し、速やかにこれを報告

せねばならない。 

c) Ta Trach 管理団体、HD 投資株式会社、Binh Dien 水力発電株式会社はトゥア・

ティエン・フエ省自然災害防止及び救命捜索委員会、国家給電指令センター、中央

水文気象予報センター並びに中中部地区水文気象台に対して予報情報を速やかに提

供しなければならない。その際は本規程第 31 条第 2 項 c)で規定される観測・計測

データを添えること。 

3. 報告義務 

 Ta Trach 管理団体、HD 投資株式会社、Binh Dien 水力発電株式会社は洪水軽減措

置の結果報告並びに施設稼働状態の報告義務を持つ。報告業務は以下の通り。 

a) 調整池の管理運営各団体は洪水軽減措置の実施結果、洪水後の調整池稼働状況及

びその他の関連情報について、自然災害防止中央指導委員会、トゥア・ティエン・

フエ省自然災害防止及び救命捜索委員会、商工省、ベトナム電力グループ、国家給

電指令センター並びに水資源管理局がこれを監督、指導できるように、洪水後遅く

とも 2 日以内に報告せねばならない。 

b) 調整池の各管理運営団体は毎年 12 月 31 日までに、洪水期の調整池の稼働結果や

稼働状況について報告するとともに、各種提案や提言並びにその他の関連情報につ

いて、自然災害防止中央指導委員会、トゥア・ティエン・フエ省自然災害防止及び
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救命捜索委員会、商工省、農業農村開発省、ベトナム電力グループ、国家給電指令

センター並びに水資源管理局に対しこれを報告する義務を負う。 

4. 各種情報・データの提供方法 

 第 1 項及び第 2 項にて規定されている各関連機関及び部局に情報・データを提供す

る際、以下の方法を用いるものとする。 

a) Fax 使用 

b) 郵便による文書の送付 

c) コンピューターネットワーク使用による通知転送 

d) 電話での直接連絡 

第 33 条 渇水期における観測、予報方式並びに情報提供と報告義務 

1. 観測および予報実施の義務 

a) 国家水文気象センター並びに天然資源環境省は各直属組織に対して、これを指導

し、業務配分を行う義務がある。 

- 水文気象に関する各指数の測量及び観測を実施すること。フォン川水系に属す

る観測網全体の水量及び降雨データを対象とする。 

- 毎月 1 日より翌月まで、フォン川流域の水文及び気象状況における変化傾向を

確認すること。 

b) Ta Trach の管理組織、HD 投資株式会社、Binh Dien 水力発電株式会社並びに中

部水力発電株式会社について、 

- 調整池への流入量、ダム放流口通過流量、発電所通過流量、上流域水位、下流

域水位の測量・観測について、少なくとも 1 日 2 回、7 時から 19 時までの間に

これを実施すること。 

- 毎月 1 日、11 日、21 日において、向こう 10 日間の調整池流入量及び貯水位を

予測し、報知すること。 

c) トゥア・ティエン・フエ省灌漑工事開発一人有限会社は、Thao Long ダムを通過

してフォン川下流域方面へ向かう流量及び水位の測量・観測を実施すること。頻度

は少なくとも 1 日 2 回、7 時から 19 時までとする。 

2. 各種情報・データの提供義務 

a) 国家水文気象センターは直属機関に対し、第 1 項の a)に規定される各種データに

ついて、トゥア・ティエン・フエ省人民委員会、国家給電指令センター、Ta 

Trach 管理運営団体、HD 投資株式会社、Binh Dien 水力発電株式会社並びに中部

水力発電株式会社に対してこれを提供するよう業務を配分し、指導を行うこと。 

b) Ta Trach 管理団体、HD 投資株式会社、Binh Dien 水力発電株式会社並びに中部

水力発電株式会社は、トゥア・ティエン・フエ省人民委員会、水資源管理局、中央

水文気象予報センター、中中部地区水文気象台、国家給電指令センターに対して、

以下に規定する各種データを提供すること。 

- 各調整池の上流域及び下流域の水位、過去 10 日間で実測された調整池への流入

量及び下流域への放流水量の総量に関するデータ提供。毎月 1 日、11 日、21 日

の 11 時以前に提供すること。 

- 以後 10 日間で予想される調整池への流入量及び下流域への放流水量の総量に関
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するデータ提供。毎月 1 日、11 日、21 日の 11 時以前に提供すること。 

c) Ta Trach 管理団体、HD 投資株式会社並びに Binh Dien 水力発電株式会社はトゥ

ア・ティエン・フエ省灌漑工事開発一人有限会社に対し、向こう 10 日間の放流計

画について報告せねばならない。 

d) Ta Trach 管理団体、HD 投資株式会社並びに Binh Dien 水力発電株式会社は水資

源管理局及びトゥア・ティエン・フエ省人民委員会に対して、渇水期初頭、並びに

付録 3 に規定される貯水位が確保できない場合の水位情報について、直ちにこれを

報告せねばならない。 

e) トゥア・ティエン・フエ省灌漑工事開発一人有限会社は Thao Long ダムの貯水位

について、本規程第 18 条の規定内容を担保できない場合、トゥア・ティエン・フ

エ省人民委員会委員長、Ta Trach 管理運営団体、HD 投資株式会社並びに Binh 

Dien 水力発電株式会社に対して直ちにこれを報告せねばならない。 

3. 各種情報・データの提供方法 

 第 1 項及び第 2 項にて規定されている各関連機関及び部局に情報・データを提供す

る際、以下の方法を用いるものとする。 

a) Fax 使用 

b) 郵便による文書の送付 

c) コンピューターネットワーク使用による通知転送 

d) 電話での直接連絡 

第 34 条 フォン川流域の調整池群における操作規程の実現段階において、修正及び補足

が必要な個所が見受けられた場合、トゥア・ティエン・フエ省人民委員会委員長並びに

各関連機関・組織の代表者によって文書をもって建議され、天然資源環境大臣がこれを

審議し、政府首相に提出後、政府首相により審査、決定されるものとする。 
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付録 1 

各調整池の基本仕様一覧表 

(2015 年 12 月 30 日発行の政府首相による決定書 2482/QĐ-TTg 内の規程に付随して公布

された。) 

項目

番号  
仕様  単位

調整池名称  

Binh Dien Ta Trach Huong Dien A Luoi

I 流域特性       

1 流域面積  km2 515.0 717 707 331 

2 年間平均流量 m3/s 41.70  82.6 27.06 

3 (P)頻度に対応した 大流量      

- P = 0.1% m3/s 6,989.0 14,200 9,430 5,756

- P = 0.5% m3/s 5,187.0 11,200 6,920  

- P = 1% m3/s   5,890 4,276

- P = 5% m3/s   3,950  

- P = 10% m3/s   3,170  

II 調整池       

1 常時満水位  m 85.0 45 58 553 

2 低水位  m 53.0 23 46 549 

3 P=0.5%に対応した 高貯水位 m 85.16 50 58.17  

4 P=0.1%に対応した 高貯水位 m 85.96 53.07 59.93  

5 総貯水量  106m3 423.68 420.5 820.66 60.2 

6 有効貯水量  106m3 344.39 347.9 350.80 24.4 

7 死水容量  106m3 79.29 72.6 469.86 35.8 

8 常時満水位の湛水面積 km2 17.08  33.87 8.2 

9 
高 水 位 時 の 洪 水 調 節 容 量

(P=0.1%) 
106m3  556.20   

10 
高 水 位 時 の 洪 水 調 節 容 量

(P=0.5%) 
106m3  435.93   

III 発電所通過時の流量       

1 正常流量 (90%) m3/s 21.99  43.96  

2 大流量  m3/s 72.00 80.32 196.10 43.3 

3 低流量  m3/s  29.93 30  

IV 出力       

1 設備容量  MW 2x22 21 3x27 2x85 

2 保証出力  MW   18.6  
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付録 2 

各調整池の水位、面積、容積の相関図 

(2015 年 12 月 30 日発行の政府首相による決定書 2482/QĐ-TTg 内の規程に付随して公布

された。) 

TA TRACH 

 

 

Z(m) 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

F(km2) 1.69          6.78       

W(106m3) 12 14.3 16.7 19 21.4 23.7 28.5 33.3 38.2 43 47.8 56.3 64.9 73.4 82 90.5 102

Z(m) 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43

F(km2)    13.4          19.9    

W(106m3) 114 126 138 149 164 179 194 209 224 242 260 278 296 314 335 356 378

Z(m) 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

F(km2)       28.7          44.4

W(106m3) 399 420 446 471 497 522 548 580 612 645 677 709 729 749 769 789 809
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BINH DIEN 

 

Z (m) 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95

F(km2) 0 0.094 0.356 0.993 1.791 2.883 3.848 5.037 6.207 7.678 9.167 
10.80

5 
12.65

1 
14.68

3 
17.08

3 
19.73

9 
22.42

6 

W 
(106m3) 

0 0.24 1.36 4.73 11.7 23.38 40.21 62.42 90.53 
125.2

5 
167.3

6 
217.2

9 
275.9

3 
344.2

7 
423.6

8 
515.7

4 
612.1

5 

 

HUONG DIEN 

 

Z(m) 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70

W(106m3) 0 1.3 10.25 31.96 64.68 110.3 172.1 247.6 337.7 444.3 572.2 720.5 887.5 1081 1239
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A LUOI 

 

 

Z(m) 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526

F(km2) 0 0.002 0.004 0.008 0.015 0.023 0.04 0.06 0.1 0.12 0.14 0.16 0.19 0.21 0.25

W(106m3) 0 0.001 0.004 0.01 0.022 0.041 0.07 0.12 0.2 0.31 0.44 0.6 0.77 0.97 1.2 

Z(m) 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541

F(km2) 0.29 0.39 0.43 0.51 0.56 0.63 0.71 0.82 0.92 1.02 1.14 1.27 1.4 1.54 1.7 

W(106m3) 1.47 1.81 2.22 2.69 3.22 3.82 4.49 5.25 6.12 7.09 8.17 9.38 10.71 12.19 13.81

Z(m) 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556

F(km2) 1.87 2.08 2.32 2.59 2.93 3.32 3.8 4.47 5.16 5.98 6.99 8.2 9.68 11.36 13.326

W(106m3) 15.6 17.57 19.77 22.23 24.99 28.11 31.67 35.8 40.61 46.17 52.65 60.23 69.16 79.67 92.00
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付録 3 

各観測時点における調整池の 低水位 

(2015 年 12 月 30 日発行の政府首相による決定書 2482/QĐ-TTg 内の規程に付随して公布

された。) 

 

観測日時 
調整池名称 

Ta Trach Binh Dien Huong Dien 

16/12 38.1 79.0 53.1 

21/12 38.1 79.0 53.1 

01/01 38.1 78.7 53.1 

11/01 38.1 78.4 53.1 

21/01 38.1 78.4 53.1 

01/02 38.1 78.4 53.1 

11/02 37.8 77.5 52.7 

21/02 37.4 76.6 52.4 

01/3 37.0 75.8 52.0 

11/3 36.6 74.9 51.6 

21/3 36.0 73.7 51.2 

01/4 35.3 72.4 50.7 

11/4 34.8 71.5 50.3 

21/4 34.1 70.5 50.0 

01/5 33.5 69.4 49.7 

11/5 32.9 68.2 49.6 

21/5 32.5 67.2 49.5 

01/6 31.7 66.8 49.1 

11/6 30.7 65.8 49.1 

21/6 30.4 65.2 48.9 

01/7 29.4 63.7 48.6 

11/7 28.1 62.1 48.2 

21/7 27.4 60.8 47.8 

01/8 26.1 58.7 47.3 

11/8 25.3 56.9 46.9 

21/8 24.3 55.2 46.4 

31/8 23.0 53.0 46.0 
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